
 

 

 

 

 

第３次泉佐野市 

健康増進計画・食育推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

泉佐野市 

  



 

はじめに 

わが国では、令和６年度から開始された「健康日本 21（第三

次）」のもと、「誰一人取り残さない健康づくり」の実現に向け、

健康寿命の延伸と健康格差の縮小がめざされるとともに、社会

環境の整備を通じて自然に健康になれる社会づくりが進めら

れています。 

本市におきましては、平成 28 年３月に『健康都市』を宣言

し、市民一人ひとりが主役となり、お互いに支えあいながら生

涯にわたる健康づくりに取り組むことで「すべての市民が健康

なまちいずみさの」をめざしており、令和２年度には「第２次泉佐野市健康増進計画・食育

推進計画」を策定し、若い世代から高齢者まで全世代が健康な生活を長く送れるよう、健康

づくりと食育対策の充実を進めてまいりました。 

このたび、現計画の期間が終了するにあたり、これまでの取組の進捗や課題を明らかにし

た上で、国や大阪府の健康づくりや食育に関わる動向を踏まえ、「第３次泉佐野市健康増進計

画・食育推進計画」を策定いたしました。 

本計画は、「健康なまち いずみさの～みんなでつなぐ 健康づくりと食育の環～」を基本

理念としており、健康寿命の延伸に向けて、各ライフステージに応じた健康行動の実践を支

援するとともに、日常生活の中で自然に健康づくりに取り組める社会環境の整備を進めてま

いります。 

健康は、一人ひとりの努力だけでなく、行政や事業者、地域団体が連携し、健康づくりの

ための環境を整えることも重要であることから、地域全体で健康を支える基盤づくりに一層

努めてまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言を賜わりました泉佐

野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会の委員の皆様、アンケート調査やパブリックコ

メントなどにご協力をいただきました市民の皆様、その他多くの関係者の皆様に、心より厚

くお礼申し上げます。 

 

令和８年３月 

泉佐野市長 千代松 大耕  
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

我が国は、生活水準の向上や医療技術の進歩等によって平均寿命が大きく延び、世界有数

の長寿国となっています。 

一方で、ライフスタイルや食生活の変化に伴う悪性新生物や心疾患等の生活習慣病の増加

に加え、経済問題や人間関係を含めた深刻なストレスから引き起こされるこころの問題など、

健康課題は複雑化・多様化しています。また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の

拡大は、外出自粛等により日常生活が制限されたことで、運動不足やストレスの増加等、心

身の健康に大きな影響を与えました。 

このような中、国では、令和６年度から「健康日本 21(第三次)」のもと、全ての国民が健

やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り残さない健康づくりの

展開とより実効性をもつ取組の推進を通じて、国民の健康増進の総合的な推進を図っていま

す。 

食育の分野においては、令和３年３月に策定された「第４次食育推進基本計画」のもと、

国民の健全な食生活の実現と環境や食文化を意識した持続可能な社会の実現のため、各主体

の連携・協働を通じ、国民運動として食育が推進されています。 

本市では、令和２年３月に「第２次泉佐野市健康増進計画・食育推進計画」（以下、「前計

画」という。）を策定し、「健康なまち いずみさの ～みんなでつなぐ 健康づくりと食育

の環～」の実現に向け、健康増進及び食育推進のための各種取組を展開してきました。 

このたび、前計画の計画期間が令和７年度で終了することに伴い、社会情勢の変化やこれ

までの取組の成果や課題を踏まえ、新たに「第３次泉佐野市健康増進計画・食育推進計画」

（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、「健康増進法」第８条第２項に基づく市町村健康増進計画、「食育基本法」第

18条第１項に基づく市町村食育推進計画を一体的に策定したものです。 

また、本市の最上位計画である「泉佐野市総合計画」をはじめ、関連する市の各種計画

との整合を図るとともに、国の「健康日本 21（第三次）」「第４次食育推進基本計画」、大阪

府の「第４次大阪府健康増進計画」「第４次大阪府食育推進計画」などとの整合を図ってい

ます。 
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健康増進法 

食育基本法 

 

健康日本 21（第三次） 

（令和６年度～令和 17 年度） 

第４次食育推進基本計画 

（令和３年度～令和７年度） 

 

第４次大阪府健康増進計画 

（令和６年度～令和 17 年度） 

第４次大阪府食育推進計画 

（令和６年度～令和 17 年度） 

第３次大阪府歯科口腔保健計画 

（令和６年度～令和 17 年度） 

 

国 

大阪府 

泉佐野市総合計画 

泉佐野市 

関連計画 

泉佐野市地域福祉計画・地域福祉

活動計画（自殺対策推進計画含む） 

泉佐野市障害者計画・泉佐野市障

害福祉計画・泉佐野市障害児福祉

計画 

泉佐野市介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

泉佐野市こども計画 

泉佐野市国民健康保険 

データヘルス計画及び特定健康

診査等実施計画 

その他関連計画 
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●健康日本 21（第三次）（国） 

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り残

さない健康づくりの展開とより実効性をもつ取組の推進を通じて、国民の健康の増進の総

合的な推進を図るための基本的な事項を示しています。 

 

国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

２ 個人の行動と健康状態の改善 

３ 社会環境の質の向上 

４ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

●第４次食育推進基本計画（国） 

日本人の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を

踏まえ、①生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持続可能な食を支える食育の

推進、③「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進、という３つの重点事項を掲

げ、国民運動として食育を推進することとしています。 

 

基本的な取組方針 

１ 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

２ 食に関する感謝の念と理解 

３ 食育推進運動の展開 

４ 子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 

５ 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

６ 我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化

と食料自給率の向上への貢献 

７ 食品の安全性の確保等における食育の役割 
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●第４次大阪府健康増進計画（大阪府） 

令和６年３月に「第４次大阪府健康増進計画」（令和６年度～令和 17 年度）が策定され

ました。第４次計画では、第３次計画に引き続き「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」を

基本目標に掲げ、「全ての府民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会 ～いのち輝く

健康未来都市・大阪の実現～」の実現に向け、以下の５つの基本方針のもと取組を推進し

ています。 

 

基本方針 

１ 生活習慣病の発症予防 

２ 生活習慣病の早期発見・重症化予防 

３ 生活機能の維持・向上 

４ 府民の健康づくりを支える社会環境整備 

５ ライフコースアプローチ 

 

●第４次大阪府食育推進計画（大阪府） 

令和６年３月に「第４次大阪府食育推進計画」（令和６年度～令和 17 年度）が策定され

ました。第４次計画では、「食を通じた健康づくり」「食を通じた豊かな心の育成」「自然に

健康になれる持続可能な食環境づくり」を基本目標に掲げ、「野菜バリバリ朝食モリモリ！

みんなでつなぐ大阪の食」を合言葉に食育の取組を推進しています。 

 

基本方針 

１ 健康的な食生活の実践と食に関する理解の促進 

２ 食育を支える社会環境整備 

 

 
 

（２）計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 17 年度の 10 年間とします。また、今後の国の動

向や計画目標の達成状況を踏まえ、必要な場合は適宜見直しを行うものとします。 

 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

令和 12 

年度 

令和 13 

年度 

令和 14 

年度 

令和 15 

年度 

令和 16 

年度 

令和 17 

年度 

          

  

第３次泉佐野市健康増進計画・食育推進計画 

見直し 
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第２章 泉佐野市の現状 

１ 統計データからみた泉佐野市 

（１）人口の推移 

本市の総人口は、令和５年以降増加しており、令和７年３月末現在 99,365人となってい

ます。老年人口（65 歳以上人口）については、令和３年以降増加が続いていましたが、令

和７年には減少に転じ、令和７年３月末現在の高齢化率は 26.3％となっています。また、

年少人口（０～14 歳人口）は年々減少していますが、生産年齢人口（15～64歳人口）は令

和５年以降増加が続いています。 

人口構造をみると、男女ともに 50～54歳が最も多く、全体の 8.5％を占めています。 

 

人口、高齢化率の状況 

 
資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 

 

人口ピラミッド（令和７年３月末） 

 

資料：住民基本台帳  

単位：人

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

総人口 99,316 98,607 98,687 99,080 99,365

0～14歳人口 11,529 11,363 11,197 11,048 10,866

15～64歳人口 61,671 61,082 61,325 61,786 62,363

65歳以上人口 26,116 26,162 26,165 26,246 26,136

高齢化率（％） 26.3 26.5 26.5 26.5 26.3

1,635

1,925

2,015

2,401

3,195

3,103

2,729

2,699

2,779

3,410

4,238

3,559

2,988

2,467

2,621

2,587

1,818

1,485

02,0004,0006,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上男性

（人）

1,569

1,769

1,953

2,177

3,469

3,227

2,624

2,559

2,797

3,300

4,187

3,746

3,176

2,670

3,037

3,350

2,868

3,233

0 2,000 4,000 6,000

女性
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（２）出生・死亡の状況 

① 出生・死亡の推移 

令和元年以降、死亡数が出生数を上回る自然減の状態が続いています。 

出生率は令和元年以降減少傾向にありましたが、令和５年には増加に転じています。

令和５年の出生率は、泉佐野市 6.2、大阪府 6.5、全国 6.0 となっています。 

死亡率は増加傾向にあり、令和５年の死亡率は、泉佐野市 12.2、大阪府 12.4、全国 13.0

となっています。 

出生・死亡数の推移 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：人口動態統計 

死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計  

10.8 

10.7 
10.8 

12.0 
12.2 

10.5 

10.7 
11.4 

12.5 
12.4 

11.2 11.1 

11.7 

12.9 13.0 

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人口千対）

泉佐野市 大阪府 全国

6.7 

6.2 
6.1 

6.0 

6.2 

7.3 
7.2 

7.0 

6.7 
6.5 

7.0 6.8 
6.6 

6.3 

6.0 

5.0

6.0

7.0

8.0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人口千対）

泉佐野市 大阪府 全国

単位：人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

出生数 668 623 610 591 619

死亡数 1,081 1,067 1,073 1,187 1,215
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② 死因別死亡数 

死因別死亡数をみると、全国・大阪府と同様、悪性新生物が最も多く、次いで心疾患

（高血圧性を除く）、老衰となっています。 

 

死因別死亡数の順位（令和５年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

 

死因別死亡数の順位【性別】（令和５年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

  

泉佐野市 大阪府 全国

１ 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

２ 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く）

３ 老衰 老衰 老衰

４ その他の呼吸器疾患 肺炎 脳血管疾患

５ 肺炎 脳血管疾患 肺炎

男性 泉佐野市 大阪府 全国

１ 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

２ 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く）

３ その他の呼吸器疾患 肺炎 老衰

４ 肺炎 脳血管疾患 脳血管疾患

５ 脳血管疾患 老衰 肺炎

女性 泉佐野市 大阪府 全国

１ 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

２ 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 老衰

３ 老衰 老衰 心疾患（高血圧性を除く）

４ その他の呼吸器疾患 脳血管疾患 脳血管疾患

５ 肺炎 肺炎 肺炎
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③ 標準化死亡比 

標準化死亡比をみると、全国・大阪府と比較して、男女ともに心疾患（高血圧性を除

く）が非常に高くなっています。また、男女ともに悪性新生物、肺炎、肝疾患、腎不全、

自殺も全国・大阪府に比べて高くなっています。 

 

性・主要死因別標準化死亡比（ＳＭＲ）の状況（平成 30年～令和４年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計特殊統計 

※全国を 100.0 とした場合としています。 

 

 

 

 

 

 

  

標準化死亡比 

各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその

地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したもの。 

男性 女性 男性 女性

 悪性新生物 109.1 106.4 107.0 103.6

 胃 110.7 102.8 108.5 106.0

 大腸 114.7 92.4 103.0 98.5

 肝及び肝内胆管 151.7 128.0 121.0 122.6

 気管、気管支及び肺 109.2 126.1 112.8 119.8

 心疾患（高血圧性を除く） 140.5 136.8 117.0 112.0

 急性心筋梗塞 91.5 110.3 88.6 83.9

 心不全 126.6 139.5 104.7 110.3

 脳血管疾患 75.3 81.4 87.9 79.8

 脳内出血 64.0 67.1 81.6 75.2

 脳梗塞 85.0 84.3 90.2 81.6

 肺炎 141.5 151.2 125.3 129.8

 肝疾患 139.3 127.0 134.1 124.5

 腎不全 129.6 129.4 115.5 121.1

 自殺 111.9 115.6 103.8 112.5

泉佐野市 大阪府
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（３）平均寿命、健康寿命 

平均寿命をみると、全国・大阪府と比較して、男女ともにやや短くなっていますが、全

国・大阪府と同様に少しずつ延び続けています。 

健康寿命の推移をみると、男女ともに大阪府よりは短くなっていますが、少しずつ延び

ています。泉佐野市と全国との比較は、算出方法が異なるため困難ですが、内閣府の「経

済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」より、2019年の大阪府の健康寿命は、

47都道府県中、男性が 41番目、女性が 40番目となっています。 

 

平均寿命の推移（男性） 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「生命表」 

平均寿命の推移（女性） 

 

 

 

 
 
 

資料：厚生労働省「生命表」 

健康寿命の推移（男性）   健康寿命の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢシステム 

  
健康寿命 

健康寿命は、日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のことで、「日常生活動作が

自立している期間の平均」のことです。いくつかの算出方法がありますが、ここでは、「日常生活動作が自立

している期間」を「要介護認定２～５でない期間」として算出しています。 

単位：年

泉佐野市 大阪府 全国

令和２年 80.7 80.8 81.5

平成27年 79.9 80.2 80.8

平成22年 79.3 79.0 79.6

単位：年

泉佐野市 大阪府 全国

令和２年 87.1 87.4 87.6

平成27年 86.3 86.7 87.0

平成22年 85.9 85.9 86.4

82.4 82.6 82.8 82.8 82.8 

83.6 83.9 83.8 83.5 83.6 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

泉佐野市 大阪府

78.3 
78.7 78.8 78.8 78.7 

79.2 79.3 79.1 
78.7 

78.9 

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（歳）

泉佐野市 大阪府
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（４）医療費の状況 

本市の国保医療費の状況をみると、全体の医療費に占める割合のうち、「糖尿病」が 4.7％

で最も多く、次いで「関節疾患」4.4％、「慢性腎臓病（透析あり）」「統合失調症」4.1％と

なっています。 

 

泉佐野市の国保医療費の状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ医療費分析（２）大、中、細小分類 

 

泉佐野市の国保医療費点数（入院・外来別）（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＫＤＢ医療費分析（１）細小分類 

  

入院＋外来 ％

１ 糖尿病 4.7

２ 関節疾患 4.4

３ 慢性腎臓病(透析あり) 4.1

４ 統合失調症 4.1

５ うつ病 2.5

６ 不整脈 2.3

７ 高血圧症 2.3

８ 脂質異常症 2.0

９ 骨折 1.9

10 肺がん 1.8

入院 点数 外来 点数

１ 統合失調症 19,387,743 糖尿病 31,070,728

２ 関節疾患 13,567,695 慢性腎臓病（透析あり） 23,554,289

３ 骨折 11,416,210 関節疾患 17,372,310

４ 脳梗塞 9,928,967 高血圧症 15,352,818

５ うつ病 8,026,150 脂質異常症 14,045,336

６ 不整脈 7,853,718 うつ病 9,159,111

７ 大腸がん 5,584,933 統合失調症 9,021,373

８ 慢性腎臓病（透析あり） 5,278,786 不整脈 8,300,012

９ 肺がん 4,686,030 肺がん 7,824,766

10 認知症 4,236,655 乳がん 7,413,468
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（５）各種健（検）診の実施状況 

① がん検診の受診状況 

がん検診の受診率は、いずれの検診もほぼ横ばいで推移しており、各年度とも子宮頸

がん検診が最も高く、次いで乳がん検診となっています。 

令和５年度の受診率を全国・大阪府と比較すると、子宮頸がん検診は全国・大阪府よ

り高くなっていますが、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診は全国・大阪府より低

くなっています。 

 

がん検診の受診率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：泉佐野市事務報告 

 

がん検診受診率の比較（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域保健・健康増進事業報告 

  

単位：％

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

胃がん検診 5.6 5.2 4.2 4.5 4.3

大腸がん検診 5.6 4.4 4.6 4.4 4.2

肺がん検診 3.8 2.5 3.0 2.6 2.8

子宮頸がん検診 18.7 18.5 18.2 18.4 18.3

乳がん検診 13.9 12.7 12.4 13.0 13.1

単位：％

泉佐野市 大阪府 全国

胃がん検診 4.3 4.3 6.8

大腸がん検診 4.2 5.1 6.8

肺がん検診 2.8 4.8 5.9

子宮頸がん検診 18.3 16.2 15.8

乳がん検診 13.1 13.7 16.0
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② 特定健康診査・特定保健指導の状況 

特定健康診査について、対象者は年々減少傾向にあります。実施率は、令和元年度か

ら令和３年度にかけて低下しましたが、令和４年度以降は上昇しており、令和５年度は

33.8％となっています。各年度とも全国より低く、大阪府より高くなっています。 

特定保健指導については、対象者は令和元年度から令和３年度にかけて減少しました

が、令和４年度には増加に転じています。実施率は、令和元年度以降低下傾向にあり、

令和４年度、令和５年度は全国・大阪府より低くなっています。また、保健指導レベル

別にみると、積極的支援の終了率が令和元年から令和４年にかけて減少していますが、

令和５年には増加に転じています。 

 

特定健康診査実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省） 

 

特定保健指導実施率（終了率）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）  

500 
439 396 425 426 124 

79 76 66 58 

24.8 

18.0 
19.2 

15.5 
13.6 

19.1 

16.9 
18.7 

18.1 17.7 

29.3 
27.9 27.9 28.8 29.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

0

200

400

600

800

1,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（％）（人）

対象者数 終了者数
実施率（泉佐野市） 実施率（大阪府）
実施率（全国）

14,140 13,936 13,607 12,708 12,088

4,795 4,400 4,150 4,246 4,086

33.9 

31.6 
30.5 

33.4 33.8 

30.1 
27.5 29.2 

30.8 31.5 

38.0 

33.7 
36.4 37.5 38.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（％）（人）

対象者数 受診者数
実施率（泉佐野市） 実施率（大阪府）
実施率（全国）
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特定保健指導終了率の推移（保健指導レベル別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導 法定報告 

 

  

27.8 

20.6 
22.5 

18.9 

15.2 

16.8 

10.9 
8.5 7.3 

9.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（％）

動機づけ支援終了率 積極的支援終了率
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③ 乳幼児健診受診の状況 

乳幼児健診の受診状況をみると、令和６年はいずれの健診も 95％以上が受診しており、

受診率が高くなっています。 

また、３歳６か月児健診時のう歯保有率をみると、令和２年以降は減少傾向で推移し、

令和５年には 9.9％となっていますが、全国・大阪府と比較すると高くなっています。 

 

乳幼児健診受診率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：泉佐野市事務報告 

 

う歯保有率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市）泉佐野市事務報告 

国・府）国立保健医療科学院 

  

18.0 18.8 

16.3 

14.1 

9.9 

13.3 
14.0 

12.2 

9.0 

8.6 11.9 11.8 
10.2 

8.6 
7.7 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）

泉佐野市 大阪府 全国

98.5 

99.0 99.3 
97.9 

97.1 

100.2 

97.7 

101.7 
100.7 

98.7 

94.9 

95.6 

97.5 

97.0 

100.0 

86.2 

95.2 
96.7 

95.0 
96.7 

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（％）

４か月児 １歳６か月児

３歳６か月児 ２歳児歯科
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２ アンケート調査結果からみた泉佐野市 

（１）アンケート調査の概要 

項目 

（大人） 

小中学生 20歳以上市民 

（成人） 
小中学生保護者 

１・３・５歳児 

保護者 

（乳幼児保護者） 

調査 

対象者 

泉佐野市在住の20

歳 以 上 の 市 民

1,000人 

（無作為抽出） 

泉佐野市在住の小

学５年生の保護者

500 人、中学２年

生の保護者 500 人

（無作為抽出） 

泉佐野市在住の

１・３・５歳児の

保護者 500 人 

（無作為抽出） 

泉佐野市内の中学

校に通う小学５年

生、中学２年生 

調査 

期間 
令和７年８月 11日（月）～29 日（金） 

令和７年７月２日

（水）～９月５日

（金） 

調査 

方法 

郵送配布・郵送回収による本人記入方式、またはＷｅｂに

よる回答 

Ｗｅｂによる回答 

配布数 1,000 件 1,000 件 500 件 
小５：778 人 

中２：754 人 

有効 

回収数 
366 件 380件 171 件 

小５：529 人 

中２：592 人 

有効 

回収率 
36.6％ 38.0％ 34.2％ 

小５：68.0％ 

中２：78.5％ 

 

（２）調査結果の見方 

○回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択

肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本

計画内の分析文、グラフ、表においても反映しています。 

○複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択

肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％

を超える場合があります。 

○図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判

別が困難なものです。 

○図表中の「ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定

条件に該当する人）を表しています。 
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（３）アンケート調査結果 

①食生活について 

食生活で心がけていることについてみると、「１日３食を規則正しく食べる」が 63.2％

と最も高く、次いで「野菜を多く食べる」が 61.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「野菜を多く食べる」「１日３食を規則正しく食べる」「うす味

にする」が低くなっています。 
 

【食生活で心がけていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バランスガイドの認知度について前回調査と比較すると、大人は 69.5％と高くなって

います。乳幼児保護者は 87.7％と今回の調査で最も高くなっています。 
 

【バランスガイドの認知度】 

 

 

 

 

 

 

  

69.5

48.1

81.8

87.7

65.4

40.3

74.8

89.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大人

成人

小中学生保護者

乳幼児保護者

今回調査 前回調査

61.5

63.2

29.0

19.7

10.5

6.0

0.4

65.2

69.3

34.6

17.7

8.1

4.9

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

野菜を多く食べる

１日３食を規則正しく食べる

うす味にする

甘いものを控える

特になし

その他

不明・無回答

大人（n=917） 前回調査（n=830）
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減塩への関心についてみると、「関心はあるが実行したことはない」が 41.3％と最も高

くなっています。前回調査と比較すると、「全く関心がない」が増加し、「関心があって実

行している」は減少しています。 
 

【減塩への関心】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養バランスのとれた食生活（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上食

べる）頻度についてみると、小中学生では「毎日食べる」「週に４～５日食べる」が 89.2％

となっており、大人では 55.6％になっています。また、「ほとんど食べない」が 12.6％と

小中学生に比べて高い割合となっています。 
 

【栄養バランスのとれた食生活 

（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上食べる）頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.8 

5.2 

41.3 

38.2 

16.2 

17.7 

32.4 

36.6 

1.2 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

全く関心がない

関心はあるが実行したことはない

関心があって実行したが長続きしなかった

関心があって実行している

不明・無回答

65.0

59.3

26.3

22.7

31.3

29.3

8.7

7.3

29.9

3.6

2.2

12.6

0.0

0.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=529）

中学生（n=592）

大人（n=917）

毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる

ほとんど食べない 不明・無回答
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②朝食について 

朝食の摂取状況についてみると、乳幼児保護者が 84.8％と最も高くなっています。前回調

査と比較すると、「毎日食べている」は、いずれの対象でも減少しています。 

朝食欠食率は、中学生で 26.2％と最も高くなっています。 

※朝食欠食率とは、週２日以上朝食を食べない日がある方の割合です。 

 

【朝食を毎日食べている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【朝食を毎日食べている人の割合（前回）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83.1

80.8

84.8

73.8 

83.7

15.2

18.4

14.6

26.2

16.3

1.6

0.8

0.6

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人（n=366）

小中学生保護者（n=380）

乳幼児保護者（n=171）

中学生（n=592）

小学生（n=529）

毎日食べている 毎日は食べていない 不明・無回答

88.5

89.0

89.9

77.5 

87.4

11.2

10.9

10.0

22.2

12.3

0.3

0.0

0.0

0.4

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人（n=313）

小中学生保護者（n=318）

乳幼児保護者（n=199）

中学生（n=786）

小学生（n=800）

毎日食べている 毎日は食べていない 不明・無回答
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朝食の摂取状況を年代別にみると、20～30歳代の若年層では「毎日食べている」が約７割と

なっています。毎日食べている割合は年代が上がるにつれて高くなっています。前回調査と比

較すると 50～59歳を除く全ての年代で減少しています。 

朝食欠食率は、20～29歳で 32.6％と最も高くなっています。 

 

【朝食を毎日食べている人の割合（年代別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【朝食を毎日食べている人の割合（年代別・前回）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.0

67.3

74.4

82.6 

88.7

90.5

26.6

32.6

25.1

16.9

10.4

6.3

0.4

0.0

0.5

0.6

0.9

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（20～30歳代）

（n=259）

20～29歳（n=52）

30～39歳（n=207）

40～49歳（n=344）

50～59歳（n=115）

60歳以上（n=190）

毎日食べている 毎日は食べていない 不明・無回答

87.2

80.0

88.8

89.7 

85.9

93.3

12.8

20.0

11.2

10.3

14.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計（20～30歳代）

（n=274）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=224）

40～49歳（n=310）

50～59歳（n=78）

60歳以上（n=164）

毎日食べている 毎日は食べていない 不明・無回答
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③食育について 

食育の認知度についてみると、「意味も言葉も知っていた」が 68.7％と最も高くなっていま

す。前回調査と比較すると、あまり変化はみられません。 

 

【食育の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育への関心についてみると、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」と答えた乳幼

児保護者が 86.5％と最も高くなっています。前回調査と比較するといずれの対象も低くなっ

ています。大阪府（成人）と比較すると、低くなっています。 

 

【食育への関心】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.9

84.4

86.5

71.0

74.7

91.8

92.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人

小中学生保護者

乳幼児保護者

大阪府（成人）

今回調査 前回調査

68.7 

68.6 

24.6 

26.3 

5.7 

4.2 

1.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

意味も言葉も知っていた

言葉は知っていたが、意味は知らなかった

言葉も意味も知らなかった

不明・無回答
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食育に関心がある理由についてみると、「子どもの心身の健全な発育のために必要だから」

が 82.1％と最も高く、次いで「食生活の乱れ（栄養のバランスの崩れ、不規則な食事等）が問

題になっているから」が 57.8％となっています。 

 

【食育に関心がある理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④食を通じた交流について 

家族等と一緒に食事をしている人の割合についてみると、乳幼児保護者が 96.5％と最も高

くなっています。前回調査と比較すると、乳幼児保護者や小学生、中学生は増加しています。 

 

【家族等と一緒に食事をしている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.5

93.9

96.5

94.7

91.6

74.1

94.7

95.0

92.1

87.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人

小中学生保護者

乳幼児保護者

小学生

中学生

今回調査 前回調査

82.1 

57.8 

26.5 

46.4 

29.7 

1.6 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの心身の健全な発育のために必要だから

食生活の乱れ（栄養のバランスの崩れ、不規則な食事

等）が問題になっているから

肥満ややせすぎが問題になっているから

生活習慣病（がん・糖尿病等）の増加が問題になって

いるから

大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題だから

その他

不明・無回答

大人（n=703）
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⑤地産地消について 

地産地消を認知・実践している人についてみると、「知っていて、実践している」と「知っ

ているが、実践していない」が同程度となっています。年齢別にみると、50歳以上では、「知っ

ていて、実践している」が高くなっています。 

 

【地産地消を認知・実践している人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元産を心がけて購入しているかについてみると、「いいえ」が 53.5％と「はい」を上回っ

ています。前回調査と比較すると、「はい」の割合が低くなっています。 

 

【地元産を心がけて購入しているか】 

 

 

 

 

 

 

  

45.5 

49.5 

53.5 

49.9 

1.0 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

はい いいえ 不明・無回答

42.4

50.0

25.0

34.3

43.9

51.3

50.9

50.7

43.3

42.5

33.3

38.5

43.0

45.9

40.9

42.1

38.4

35.0

14.1

16.7

34.6

22.7

10.2

7.0

7.0

6.8

15.0

1.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.9

0.0

4.1

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

20歳未満（n=６）

20～29歳（n=52）

30～39歳（n=207）

40～49歳（n=344）

50～59歳（n=115）

60～69歳（n=57）

70～79歳（n=73）

80歳以上（n=60）

知っていて、実践している 知っているが、実践していない

知らない 不明・無回答
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⑥食品ロスについて 

食品ロスの認知度についてみると、「知っている」では、小学生が 87.7％と他の対象と比較

して低くなっています。前回調査と比較すると、「知っている」の割合が小学生で 36.7ポイン

ト、中学生で 33.7ポイント増加しています。 

 

【食品ロスの認知度】 

①大人 

 

 

 

 

 

 

 

②小学生 

 

 

 

 

 

 

 

③中学生 

 

 

 

 

 

 

  

94.2 

89.2 

5.2 

9.3 

0.7 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

大人前回調査

（n=830）

知っている 知らない 不明・無回答

94.9 

61.2 

5.1 

36.7 

0.0 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生（n=592）

中学生前回調査

（n=786）

知っている 知らない 不明・無回答

87.7 

51.0 

12.3 

48.6 

0.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=529）

小学生前回調査

（n=800）

知っている 知らない 不明・無回答
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⑦運動習慣について 

運動習慣がある人の割合について前回調査と比較すると、大人で 30.4％と高くなっていま

す。小学生においては、大差がないものの、中学生においては「ほぼ毎日している」の割合が

低くなっている一方で、「週に１～２日くらい」「ほとんどしていない」の割合が高くなってい

ます。 

 

【運動習慣がある人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.4 

25.3 

68.8 

73.4 

0.8 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

はい いいえ 無回答

34.8 

34.0 

36.1 

55.0 

28.2 

29.9 

17.7 

16.7 

23.1 

24.4 

25.7 

10.4 

14.0 

11.4 

20.4 

15.5 

0.0 

0.4 

0.0 

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生（n=529）

小学生

前回調査（n=800）

中学生（n=592）

中学生

前回調査（n=786）

ほぼ毎日している 週に３～４日くらい 週に１～２日くらい

ほとんどしていない 不明・無回答
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運動しない理由についてみると、「時間に余裕がない」が 59.0％と最も高く、次いで「日常

生活の中で意識的に身体を動かすようにしている」が 30.0％となっています。 

 

【運動しない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日のおよその歩数についてみると、「2,000 歩未満」は 16.6％となっています。性別にみ

ると、男性では 13.7％、女性では 17.7％となっています。 
 

 

【１日のおよその歩数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.0 

22.5 

18.2 

30.0 

8.4 

0.8 

58.0

17.7

14.0

23.2

8.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

時間に余裕がない

きっかけがない

身体を動かすことが嫌い

日常生活の中で意識的に身体を動かすようにしている

その他

不明・無回答

大人（n=631） 前回調査（n=609）

16.6 

13.7 

17.7 

33.5 

22.1 

37.1 

20.5 

25.2 

19.0 

10.7 

14.2 

9.4 

7.3 

15.0 

4.8 

10.3 

7.5 

11.1 

1.2 

2.2 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

男性（n=226）

女性（n=684）

2,000歩未満 2,000歩以上5,000歩未満

5,000歩以上8,000歩未満 8,000歩以上10,000歩未満

10,000歩以上 わからない

不明・無回答
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⑧フレイル、ロコモティブシンドロームの認知度について 

フレイル、ロコモティブシンドロームの認知度についてみると、今回調査ではともに「内容

を知っている」が前回調査より増加しています。特にフレイルでは、「内容を知っている」の

割合が 18.5ポイント高くなっています。 
 

【フレイルの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ロコモティブシンドロームの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑨睡眠による休養について 

睡眠によって十分な休養がとれているかについてみると、大人では「とれている」が 65.6％、

「とれていない」が 32.0％となっています。大人、中学生、小学生を比べると大人の「とれて

いる」の割合は低くなっています。 
 

【睡眠による休養が十分とれている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

  

23.8 

5.3 

18.6 

13.4 

56.5 

80.0 

1.1 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

内容を知っている

言葉を聞いたことはあるが内容を知らない

知らない

不明・無回答

18.3 

11.0 

15.3 

20.4 

65.0 

67.0 

1.4 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

内容を知っている

言葉を聞いたことはあるが内容を知らない

知らない

不明・無回答

65.6 

74.0 

86.2 

32.0 

26.0 

13.8 

1.6 0.8 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

中学生（n=592）

小学生（n=529）

とれている とれていない 分からない 不明・無回答
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⑩日常生活の悩みやストレスについて 

悩みやストレスがある人の割合についてみると、小中学生保護者と乳幼児保護者で「ある」

の割合が７割を超えて推移しています。 
 

【悩みやストレスがある人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスがあった時に誰に相談したかについて年齢別にみると、20～79 歳では、同居の家

族、友人や同僚といった回答が高くなっています。年齢が上がるにつれて「相談しようと思わ

ない」「医師や看護師などの医療従事者」の割合が高くなっています。 
 

【ストレスがあった時に誰に相談したか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.2

59.0

75.3

71.9

67.8

57.5

73.0

75.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

大人

成人

小中学生保護者

乳幼児保護者

今回調査 前回調査

母数
（ｎ）

同
居
の
家
族
や
親

族 別
居
の
家
族
や
親

族 友
人
や
同
僚

近
所
の
知
り
合
い

学
校
や
職
場
の
先

輩
・
後
輩

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

医
師
や
看
護
師
な

ど
の
医
療
従
事
者

公
的
機
関
の
相
談

員 民
間
の
相
談
員

専
門
電
話
や
メ
ー

ル
相
談
員

そ
の
他

相
談
し
た
い
が
で

き
な
い

相
談
し
よ
う
と
思

わ
な
い

不
明
・
無
回
答

625  45.4 19.8 43.7 3.4 12.2 2.1 5.0 1.6 0.3 0.3 5.6 2.1 12.6 17.4 

20～29歳 36   47.2 22.2 52.8 0.0 8.3 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 5.6 2.8 16.7 8.3 

30～39歳 153  52.9 24.2 42.5 3.3 11.1 1.3 1.3 0.7 0.7 0.0 3.9 2.0 9.8 17.6 

40～49歳 255  50.6 20.4 50.2 3.1 14.5 3.1 5.5 2.0 0.4 0.8 6.3 1.6 11.0 14.1 

50～59歳 83   39.8 18.1 39.8 3.6 16.9 1.2 6.0 1.2 0.0 0.0 8.4 4.8 14.5 18.1 

60～69歳 35   25.7 14.3 28.6 5.7 5.7 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 22.9 25.7 

70～79歳 37   24.3 8.1 32.4 2.7 0.0 0.0 8.1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 32.4 

80歳以上 21   14.3 9.5 9.5 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 9.5 4.8 19.0 33.3 

単位：％

全体

年
齢
別
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⑪たばこ対策 

喫煙率について性別にみると、男性が 20.8％、女性が 7.6％となっています。前回調査と比

較すると、男女ともに減っています。 
 

【喫煙率】 

 

 

 

 

 

 

 

吸っているたばこの種類について前回調査と比較すると、「紙巻きたばこ」の割合が 28.7ポ

イント減少し、「加熱式たばこまたは電子たばこ」の割合が 28.7ポイント増加しています。 
 

【吸っているたばこの種類（複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

たばこが健康に与える影響の認知度についてみると、「がん（肺がん、膵頭がん、膀胱がん、

子宮頸がんなど）」が 83.5％と最も高く、次いで「気管支炎や喘息など呼吸器疾患」が 77.5％

となっています。前回調査と比較すると、「妊婦への影響（早産・低体重児出産など）」の割合

は低下しています。 
 

【たばこが健康に与える影響の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.8

7.6

21.9

9.0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

男性

女性

大人（n=917） 前回調査（n=830）

70.4

45.0

77.5

83.5

28.5

72.0

31.4

4.1

70.4

40.2

77.1

84.2

25.1

78.3

31.0

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

心筋梗塞・脳卒中など循環器疾患

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

気管支炎や喘息など呼吸器疾患

がん（肺がん、膵頭がん、膀胱がん、子宮頸がんなど）

歯周病

妊婦への影響（早産・低体重児出産など）

乳児突然死症候群

不明・無回答

大人（n=917） 前回調査（n=830）

45.0

58.0

73.7

29.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

紙巻きたばこ

加熱式たばこまたは電子たばこ

大人（n=100） 前回調査（n=99）
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受動喫煙の有無についてみると、中学生で「ほぼ毎日」「週に数回程度」の割合が他の対象

と比較して高くなっており、前回調査より高くなっています。中学生以外は「ほぼ毎日」「週

に数回程度」を合わせた割合が前回より低くなっています。 
 

【受動喫煙の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.2 

16.9 

8.5 

10.5 

7.1 

10.9 

16.7 

18.2 

50.5 

37.1 

3.0 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人（n=366）

前回成人（n=313）

11.6 

21.7 

12.6 

11.3 

8.4 

11.0 

21.8 

18.2 

44.7 

37.1 

0.8 

0.7 

小中学生保護者

（n=380）

前回小中学生保護者

（n=318）

9.4 

19.1 

8.2 

11.6 

5.3 

7.5 

19.3 

23.1 

55.0 

38.7 

2.9 

0.0 

乳幼児保護者（n=171）

前回乳幼児保護者

（n=199）

11.5 

14.5 

14.4 

15.3 

9.5 

11.5 

20.8 

22.8 

43.9 

35.3 

0.0 

0.6 

小学生（n=529）

前回小学生（n=800）

14.7 

14.1 

17.1 

13.9 

10.1 

12.3 

20.3 

21.0 

37.8 

36.3 

0.0 

2.4 

中学生（n=592）

前回中学生（n=786）

ほぼ毎日 週に数回程度 週に１回程度 月に１回程度

全くなかった 不明・無回答
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受動喫煙があった場所についてみると、「家」が 34.5％と最も高く、次いで「職場」が 29.6％

となっています。前回調査と比較すると、前回最も高かった「飲食店」の割合は低下しました

が、「職場」の割合は増加しています。 
 

【受動喫煙があった場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫アルコール対策 

飲酒の頻度についてみると、「飲まない（ほとんど飲まない）」が 50.0％と最も高くなってい

ます。 
 

【飲酒の頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日の飲酒量についてみると、男性で生活習慣病のリスクを高める量（２合以上）を飲酒し

ている人の割合は 20.9％、女性で生活習慣病のリスクを高める量（１合以上）を飲酒している

人の割合は 48.3％になっています。 
 

【１日の飲酒量（大人）】 

 

 

 

 

 

 
 

※生活習慣病のリスクを高める量について…P.55 及び P.57 参照  

17.5 

17.6 

6.0 

5.8 

8.5 

4.2 

16.1 

16.6 

50.0 

54.6 

1.9 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人（n=366）

前回調査（n=313）

毎日飲んでいる（ほとんど毎日飲んでいる）

週に３日以上飲む

週に１～２日飲む

たまに飲む

飲まない（ほとんど飲まない）

不明・無回答

31.4 

50.5 

47.7 

35.7 

12.8 

9.9 

8.1 

2.7 

0.0 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（n=86）

女性（n=182）

１合未満 １合以上２合未満 ２合以上３合未満

３合以上 不明・無回答

34.5 

29.6 

27.4 

23.8 

3.1 

37.0 

28.0 

37.2 

20.7 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40%

家

職場

飲食店

その他

不明・無回答

大人（n=449） 前回調査（n=497）
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飲酒の適量の認知度についてみると、全体としては前回調査と比較して、「知っている」の

割合が増加しています。20 歳代においては「知っている」の割合が他の年代と比較して低く

なっています。前回調査と比較しても「知っている」の割合が低下しています。 
 

【飲酒の適量の認知度（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.4 

43.0 

45.4 

46.9 

6.2 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回大人（n=830）

21.2 

34.0 

76.9 

64.0 

1.9 

2.0 

20～29歳（n=52）

前回20～29歳（n=50）

49.8 

38.4 

45.9 

54.0 

4.3 

7.6 

30～39歳（n=207）

前回30～39歳（n=224）

50.6 

40.0 

45.1 

52.9 

4.4 

7.1 

40～49歳（n=344）

前回40～49歳（n=310）

53.9 

55.1 

42.6 

35.9 

3.5 

9.0 

50～59歳（n=115）

前回50～59歳（n=78）

50.9 

64.4 

38.6 

20.0 

10.5 

15.6 

60～69歳（n=57）

前回60～69歳（n=45）

53.4 

51.4 

31.5 

27.0 

15.1 

21.6 

70～79歳（n=73）

前回70～79歳（n=74）

38.3 

44.4 

43.3 

24.4 

18.3 

31.1 

80歳以上（n=60）

前回80歳以上（n=45）

知っている 知らない 不明・無回答
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⑬歯と口の健康 

定期的に歯科健診を受けている人について年齢別にみると、いずれの年代も「はい」（受け

ている）が最も高くなっています。前回調査と比較すると、受けている人の割合は 20 歳代、

80歳以上を除きいずれの年代も増加しています。 

 

【定期的に歯科健診を受けている人の割合（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.2 

60.8 

33.4 

38.0 

1.4 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回大人（n=830）

53.8 

64.0 

46.2 

34.0 

0.0 

2.0 

20～29歳（n=52）

前回20～29歳（n=50）

66.7 

63.8 

33.3 

34.4 

0.0 

1.8 

30～39歳（n=207）

前回30～39歳（n=224）

65.4 

58.7 

34.3 

40.6 

0.3 

0.6 

40～49歳（n=344）

前回40～49歳（n=310）

67.8 

64.1 

28.7 

35.9 

3.5 

0.0 

50～59歳（n=115）

前回50～59歳（n=78）

70.2 

46.7 

29.8 

51.1 

0.0 

2.2 

60～69歳（n=57）

前回60～69歳（n=45）

69.9 

64.8 

27.4 

32.5 

2.7 

2.7 

70～79歳（n=73）

前回70～79歳（n=74）

53.3 

60.0 

36.7 

40.0 

10.0 

0.0 

80歳以上（n=60）

前回80歳以上（n=45）

はい いいえ 不明・無回答
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咀嚼の状況についてみると、40歳以上は年代が上がるにつれて割合が低下しています。 

 

【咀嚼の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.0 

92.3 

93.2 

95.1 

91.3 

78.9 

69.9 

63.3 

8.2 

7.7 

5.8 

4.4 

5.2 

17.5 

23.3 

18.3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

6.7 

0.3 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

1.8 

0.0 

1.7 

1.9

0.0

0.5

0.6

3.5

1.8

4.1 

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

20～29歳（n=52）

30～39歳（n=207）

40～49歳（n=344）

50～59歳（n=115）

60～69歳（n=57）

70～79歳（n=73）

80歳以上（n=60）

何でも噛んで食べることができる 一部噛めない食べ物がある

噛めない食べ物が多い 噛んで食べることはできない

不明・無回答
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⑭健康診断等の受診状況 

各種健（検）診の受診状況についてみると、健診については前回調査よりも増加し 64.8％と

なっています。一方で、がん検診については前回調査よりも減少し３割台にとどまっています。 

 

【各種健（検）診受診率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診を受診していない理由についてみると、「無症状だから」が 38.8％と最も高く、次

いで「時間がない」が 18.3％となっています。前回調査と比較すると、「受ける方法が分から

なかった」の回答が増加しています。 

 

【がん検診を受診していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.8

34.7

59.7

39.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

健診受診状況

がん検診受診状況

成人（n=366） 前回調査（n=313）

38.8 

18.3 

15.6 

12.1 

8.0 

7.6 

13.4 

9.8 

29.7

17.8

8.1

8.1

10.8

9.2

18.9

13.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無症状だから

時間がない

対象年齢ではないから

受ける方法が分からなかった

怖い

市で実施していることを知らなかった

その他

不明・無回答

成人（n=224） 前回調査（n=185）
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メタボリックシンドロームの認知度についてみると、「内容を知っている」が 69.7％と最も

高くなっています。前回調査と比較すると「知らない」の割合が増加しています。 

 

【メタボリックシンドロームの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康マイレージの認知度についてみると、「内容を知っている」が 35.6％と最も高くなって

います。前回調査と比較すると、「内容を知っている」の割合が 25.5 ポイント増加し、「知ら

ない」の割合が 28.9 ポイント低下しています。 

 

【健康マイレージの認知度】 

 

 

 

 

  

69.7 

68.8 

22.2 

25.1 

6.7 

4.5 

1.4 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

内容を知っている

言葉を聞いたことはあるが内容を知らない

知らない

不明・無回答

35.6 

10.1 

30.3 

27.7 

33.0 

61.9 

1.1 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

内容を知っている

言葉を聞いたことはあるが内容を知らない

知らない

不明・無回答
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⑮地域のつながりについて 

地域の人たちとのつながりについてみると、【強い】（強い方だと思う＋どちらかと言えば強

い方だと思うの合計）は、乳幼児保護者において他の対象と比較して低く、【弱い】（どちらか

と言えば弱い方だと思う＋弱い方だと思うの合計）は高くなっています。前回調査と比較する

と、成人において【強い】の割合が増加しています。 
 

【地域の人たちとのつながりをどう思っているかの割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

地域・職場や学校等の自主的な集まり（サークル）への参加状況についてみると、「ない」

が７割以上となっています。前回調査と比較してあまり変化はありません。 

 

【自主的な集まりへの参加状況】 

 

 

 

 

 

  

17.6 

16.1 

75.5 

78.9 

6.2 

3.6 

0.8 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人（n=917）

前回調査（n=830）

ある ない わからない 不明・無回答

5.7

3.8

3.9

2.5

2.9

2.0

18.3

17.6

20.5

22.3

15.8

15.1

32.5

31.0

31.6

40.9

39.2

35.2

40.4

43.5

43.7

34.0

41.5

47.2

3.0

4.2

0.3

0.3

0.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成人（n=366）

前回成人（n=313）

小中学生保護者（n=380）

前回小中学生保護者（n=318）

乳幼児保護者（n=171）

前回乳幼児保護者（n=199）

強い方だと思う どちらかと言えば強い方だと思う

どちらかと言えば弱い方だと思う 弱い方だと思う

不明・無回答
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３ 前計画の評価 

評価指標 
前計画 
策定値 

前計画 
目標値 

実績値 
達成 
状況 

朝食欠食率（大人 20～30歳代） 12.8％ 11.5％ 26.6％ × 

朝食の内容が３色（黄：炭水化物、赤：たんぱ

く質、緑：野菜・果物）揃っている人の割合

（大人＋中学生） 

23.1％ 26.0％ 25.5％ ○ 

副菜が５皿以上取れている人の割合（大人） 30.8％ 34.0％ 27.4％ × 

「食事バランスガイド」を見たことがある市

民の割合（大人） 
65.4％ 72.0％ 69.5％ ○ 

食生活でうす味にすることを心がけている人

の割合（大人） 
34.6％ 39.0％ 29.0％ × 

運動習慣がある人の割合（大人） 25.3％ 67.0％ 30.4％ ○ 

体育館と健康増進センターの利用者数 270,856人（H30） 278,400 人 203,235人（R6） × 

元気塾参加人数 11,746人（H30） 12,000 人 15,081人（R6） ★ 

ロコゼロ教室参加人数 1,459人（H30） 3,000 人 2,347 人（R6） ○ 

運動することが好きな人の割合（大人） 67.0％ 74.0％ 65.9％ × 

フレイルについて知っている人の割合（大人） 5.3％ 11.0％ 23.8％ ★ 

睡眠による休養を十分に取れていない人の割合 

（全対象） 
25.2％ 15.0％以下 23.8％ ○ 

悩みやストレスがある人の割合（大人） 67.8％ 61.0％ 68.2％ △ 

喫煙率（大人男性） 21.9％ 15.0％ 20.8％ ○ 

喫煙率（大人女性） 9.0％ 5.0％ 7.6％ ○ 

受動喫煙の機会を有する人の割合（月に１回

程度以上受動喫煙あった人の割合）（全対象） 
61.7％ 55.0％ 54.7％ ★ 

受動喫煙のあった場所（飲食店の割合）（大人） 37.2％ 15.0％ 27.4％ ○ 

受動喫煙のあった場所（職場の割合）（大人） 28.0％ 0.0％ 29.6％ × 

飲酒の適量を知っている人の割合（大人） 43.0％ 48.0％ 48.4％ ★ 

３合以上飲酒している人の割合（大人） 6.4％ 5.5％ 4.4％ ★ 

生活習慣病のリスクを高める量（２合以上）

を飲酒している人の割合（大人男性） 
28.6％ 13.0％ 20.9％ ○ 

生活習慣病のリスクを高める量（１合以上）

を飲酒している人の割合（大人女性） 
41.2％ 6.4％ 48.3％ × 

過去１年間に歯科健診を受けている人の割合 

（大人） 
60.8％ 67.0％ 65.2％ ○ 

幼児のむし歯の保有率（３歳６か月児健診） 19.9％（H30） 17.5％ 9.9％（R5） ★ 

胃がん検診受診率 4.6％（H30） 40.0％ 4.3％（R6） △ 

大腸がん検診受診率 5.1％（H30） 40.0％ 4.4％（R6） △ 

肺がん検診受診率 3.2％（H30） 45.0％ 2.9％（R6） △ 

子宮頸がん検診受診率 18.6％（H30） 45.0％ 19.0％（R6） △ 

乳がん検診受診率 13.6％（H30） 45.0％ 13.5％（R6） △ 

特定健康診査受診率 32.6％（H29） 60.0％ 33.8％（R5） ○ 

特定保健指導終了率 27.5％（H29） 60.0％ 13.6％（R5） ×   
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評価指標 
前計画 
策定値 

前計画 
目標値 

実績値 
達成 
状況 

心房細動という不整脈が脳梗塞の発症に深く

かかわっていることを知っている人の割合 

（大人） 

29.4％ 33.0％ 37.1％ ★ 

健康マイレージ事業を知っている人の割合

（大人） 
10.1％ 12.0％ 35.6％ ★ 

地域のつながりが強いと思っている人の割合

（大人） 
21.7％ 65.0％ 23.3％ ○ 

地域の集まりやグループに参加する人の割合

（大人） 
16.1％ 18.0％ 17.6％ ○ 

「食育」という言葉やその意味を知っている

市民の割合（大人） 
68.6％ 76.0％ 68.7％ △ 

食育に関する行動をしている人の割合（大人） 41.1％ 46.0％ 45.2％ ○ 

「食育」に関心をもっている市民の割合（大人） 85.4％ 94.0％ 76.7％ × 

食べることの勉強が大切だと思う小中学生の

割合（小中学生） 
72.4％ 80.0％ - － 

食べることに関心がある小中学生の割合 

（小中学生） 
データなし - 78.1％ － 

朝食欠食率（全対象） 15.0％ 13.5％ 19.7％ × 

朝食欠食率（小中学生） 17.2％ 15.5％ 21.5％ × 

家族等と一緒に食事をしている市民の割合

（全対象） 
88.9％ 96.0％ 96.5％ ★ 

「地産地消」を知っている市民の割合（大人） 83.4％ 92.0％ 84.9％ ○ 

地域の特産品を知っている市民の割合 

（水なす）（大人） 
97.2％ 98.0％ 96.8％ △ 

地域の特産品を知っている市民の割合 

（松波キャベツ）（大人） 
56.5％ 60.0％ 63.1％ ★ 

地域の特産品を知っている市民の割合 

（泉だこ）（大人） 
69.4％ 70.0％ 62.9％ × 

泉佐野カレー（地元産物を使用して製造）の

認知度※ 
データなし 50.0％ 34.6％ － 

農業体験をしたことがある人の割合（大人） 66.9％ 74.0％ 60.9％ × 

漁業体験をしたことがある人の割合（大人） 25.3％ 28.0％ 18.1％ × 

地産地消を心がけて食材を購入する人の割合

（大人） 
49.5％ 55.0％ 45.5％ × 

よくかんで食べることに気をつけている小中

学生の割合（小中学生） 
81.2％ 90.0％ 84.6％ ○ 

食品ロスが問題になっていることを知ってい

る人の割合（大人） 
89.2％ 99.0％ 94.2％ ○ 

学校給食における野菜と米の地産地消率 

（小学校/中学校） 
41.3％（H30） 50.0％ 42.3％/43.8％ ○ 

※Ｒ７健康フェスタ来場者調査より 

■達成状況の見方 

★ 目標を達成 ○ 前回より改善 △ 変化なし(±１) × 前回より悪化 － 判定不能 
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第３章 計画策定の考え方 

１ 基本理念 

健康なまち いずみさの 

～みんなでつなぐ 健康づくりと食育の環～ 

健康づくりや食育の推進は、一時的な取組ではなく、世代を超えて継続的に積み重ねていく

ことが大切です。市民一人ひとりが自らの健康を大切にし、その取組を家庭や地域の中で広げ

ていくことによって、健康は個人のものから社会全体で支え合うものへと発展していきます。 

本市では、市民が主体となり、互いにつながりながら健康を実践できる環境を整えること

で、誰もが健やかに暮らせるまちの実現をめざします。そのために、「健康なまち いずみさ

の ～みんなでつなぐ 健康づくりと食育の環～」を基本理念に掲げ、基本目標として「健

康寿命の延伸」を設定し、市民・地域・行政が一体となり、健やかな暮らしを次世代へとつな

げていきます。 
 

２ 取組の基本方針 

基本理念の実現に向け、基本方針をもとに、市民の健康づくりを取り巻く現状や課題など

を踏まえ、健康増進及び食育推進のための施策を推進します。 

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

生活習慣病の予防には、子どもの頃からの規則正しい生活習慣の定着と、生涯を通じた

継続的な取組が重要です。市民一人ひとりが、食事・運動・休養など日常生活の中で健康

的な行動を実践し、生活習慣病の発症を防ぐ一次予防を推進します。あわせて、すでに生

活習慣病を抱える人についても、適切な治療や生活管理を支援し、重症化を予防すること

で生活の質を維持できるよう取り組みます。 

（２）健康を支え、守るための社会環境の整備 

健康は個人の努力だけでなく、社会全体で支えていくことが必要です。そのために、行

政・事業者・地域団体などが協力し合い、市民が健康的な行動を選びやすい社会環境の整

備を進めます。さらに、地域のつながりや助け合いの力（ソーシャルキャピタル）を高め、

さまざまな組織や団体と連携することで、地域ぐるみで市民の健康を支え、守るための基

盤づくりを推進します。 

（３）健康づくりと食育の一体的推進 

「食」は健康の基盤であり、心身の健やかな成長や生活習慣病の予防と深く関わってい

ます。そのため、健康づくりと食育を切り離すことなく、相互に連携して進めることが求

められます。本計画では、「健康増進計画」と「食育推進計画」を一体的に策定し、施策を

総合的・計画的に展開することで、市民の健康づくりを力強く推進していきます。  
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３ 泉佐野市の重点課題 

 

 

 

 

課題１ 標準化死亡比 

全国・大阪府と比較して、男女ともに心疾患（高血圧性を除く）が非常に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題２ 平均寿命と健康寿命の差 

平均寿命と健康寿命の差が大阪府に比べると男女とも大きく、これは病気や介護等不健康な期

間が長くなることを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

課題３ 特定健診受診率・特定保健指導終了率 

特定健診受診率は、大阪府より高く、全国より低くなっています。特定保健指導終了率は、全

国・大阪府より低くなっています。 

 

 

 

  

泉佐野市の重点課題 「心疾患」 

泉佐野市では、心疾患による死亡率が全国や大阪府と比べて高いため、「心疾患」を本

市の重点課題として位置づけています。 

資料：人口動態統計特殊報告 

※全国を 100.0とする 

資料：平均寿命（厚生労働省「生命表」）、健康寿命（ＫＤＢシステム） 

資料：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省） 

【
令
和
２
年
】 

【
標
準
化
死
亡
比
（
平
成
30
年
～
令
和
４
年
）】 

【男性】 【女性】 

泉佐野市 
大阪府 

80.7

87.1

78.7

82.6

75.00

78.00

81.00

84.00

87.00

90.00

男性 女性

（歳） 平均寿命 健康寿命

2.0歳

4.5歳

【泉佐野市】 【大阪府】 

単位：％

泉佐野市 大阪府 全国

特定健診受診率 33.8 31.5 38.2

特定保健指導終了率 13.6 17.7 29.1
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課題４ 食生活で心がけていること 

「野菜を多く食べる」「うす味にする」の割合が前回調査より低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題５ １日のおよその歩数 

１日のおよその歩数が少ない人（2,000歩未満）の割合は 16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康診査の受診率及び 

特定保健指導終了率の向上 

「野菜摂取量の増加」と 

「減塩」につながる 

食生活の推進 

健康マイレージ事業 

「さのぽっ歩」を活用した 

運動の促進 

医療機関と連携した 

「継続した健康管理」 

資料：市民アンケート調査 

資料：市民アンケート調査 

 

61.5

63.2
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19.7
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65.2

69.3

34.6

17.7

8.1
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１日３食を

規則正しく食べる
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甘いものを控える

特になし

今回調査 前回調査

16.6 

13.7 
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33.5 

22.1 

37.1 

20.5 

25.2 

19.0 

10.7 

14.2 

9.4 

7.3 

15.0 

4.8 

10.3 

7.5 

11.1 

1.2 

2.2 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人

男性

女性

2,000歩未満 2,000歩以上5,000歩未満

5,000歩以上8,000歩未満 8,000歩以上10,000歩未満

10,000歩以上 わからない

不明・無回答
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第４章 健康増進計画 

１ 健康を支える食習慣の推進 

「食」は生命の源であり、健康で豊かな暮らしを支える基盤です。 

現代は食を取り巻く環境が変化し、食行動の多様化が進む中で、朝食の欠食や不規則な食

事、栄養の偏りなどにより、健全な食生活が失われつつあります。その結果、生活の乱れや

肥満などが原因となる生活習慣病が増加し、社会問題となっています。 

一人ひとりが「食」への関心を高め、食生活の重要性を理解し、日常生活の中で健全な食

習慣を実践していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・１日３食を規則正しく食べ、主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい

食事を適量とるよう心がけ、生活習慣病予防に努めましょう。 

・望ましい体重を知ったうえで、定期的に体重を測りましょう。 

・野菜を多く取り入れ、副菜は５皿分（１日 350g）を目標に食べましょう。 

・味付けは「うす味」を意識し、だしや香味野菜を活用するなど減塩に努め

ましょう。 

・食事バランスガイドを参考に、日々の食事を見直しましょう。 

妊娠期 
・妊娠中は、適正な体重増加をめざしましょう。 

・妊娠期における適量な食事を確保しましょう。 

  

 

・食生活で「１日３食を規則正しく食べる」や「野菜を多く食べる」、「うす味にする」と

回答した人の割合は、前回調査より低下しており、健康な身体をつくる食生活について

啓発していく必要があります。 

・１日の副菜の皿数をみると、５皿以上（１日の摂取推奨量）食べている人の割合（大人）

は、前回調査より低下しており、野菜類の摂取量が不足していることが示唆されていま

す。 

・食事バランスガイドの認知度は７割程度となっており、さらに普及を推進し、日常の食

事での実践につなげることが大切です。 

・朝食を毎日食べている人の割合は前回調査より低下しており、特に中学生や 20～29 歳

の若年層で欠食率が高くなっています。適切な食生活を送るために、朝食の重要性につ

いて啓発する必要があります。 

・塩分を減らすことへの関心について「全く関心がない」人の割合が前回調査結果より増

加しています。標準化死亡比が全国・大阪府に比べて高い心疾患、悪性新生物、腎不全

の予防のためにも、減塩への取組が大切です。 

現状と課題 
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乳幼児期 

学齢期 

・朝食を毎日食べ、１日３食を規則正しく食べる習慣をつけましょう。 

・よく噛んで食べる習慣をつけましょう。 

・間食（おやつ）は、時間・量・内容を工夫してとりましょう。 

青年期 

壮年期 

・忙しい生活の中でも朝食を欠かさず、栄養バランスのとれた食事を心がけ

ましょう。 

・やせや肥満予防のため適正体重を維持できるよう自分の食事を見直しま

しょう。 

・外食やコンビニ食では、食塩のとりすぎ、野菜摂取不足に気をつけましょ

う。 

高齢期 

・噛む力や飲み込む力に応じた食事形態を工夫し、食べることを楽しみま

しょう。 

・フレイルやロコモティブシンドロームを防ぐよう、食事は栄養バランスを

確保しましょう。 

 

■地域における取組 

・地域ボランティアや食生活改善推進員と連携し、食事バランスや減塩などに関する学習

会や講座を開催しましょう。 

・市民が参加しやすい食に関するイベントを通じて、楽しみながら健康的な食習慣を広め

ましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【正しい食生活】 

取組項目 内容 担当課 

ボランティア組織との連携 泉佐野市食生活改善推進協議会やいずみさ

のみんなの健康づくり応援団と連携・支援

を継続し、媒体作成や情報提供を進めます。 

健康推進課 

乳幼児保護者・妊婦に対する

啓発 

離乳食講習会は、集団形式・試食を取り入

れて実施するとともに、離乳食づくりの

フォローが必要な保護者を対象に、実習形

式の講習会を実施します。また、地域子育

て支援センターのよちよちルームにおい

て、毎月１回の栄養相談会を実施します。

妊婦に対しては、妊娠届やファミリー教室

等において、情報提供や必要に応じて栄養

相談を実施します。 

こども家庭課 

子育て支援課 
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取組項目 内容 担当課 

朝食を食べる効果や内容に

ついて啓発 

保育園・認定こども園・幼稚園、学校、職

場などを通して家庭への啓発を行います。

認定こども園では食事に関するお便りを配

信し、学校食育研究会（年３回）で情報提

供・啓発を実施します。また、電子母子手

帳のニュース配信や健康教育、健診・各種

教室の場も活用します。 

こども家庭課 

子育て支援課 

学校教育課 

健康推進課 

食事バランスガイドの普及、

情報提供の推進 

事業やイベント、相談・教室、子育て支援

センターでパンフレットや資料を配布し、

食事バランスガイドの説明を行います。こ

ども園の食事に関するお便りでも関連内容

を掲載し、乳幼児健診や健康教育の場でも

活用します。また、関係各所にポスターを

掲示し、体育施設やイベントで配布するな

ど、周知・普及を推進します。さらに、スー

パーやコンビニエンスストアなどと連携を

推進し、啓発に向けた取組を行います。 

子育て支援課 

こども家庭課 

農林水産課 

健康推進課 

国保年金課 

スポーツ推進課 

政策推進課 

健康的な食生活についての

情報提供 

健（検）診や各種教室などで、栄養のバラ

ンスや野菜の摂取、減塩についての情報提

供を行います。 

健康推進課 

 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

朝食欠食率（大人 20～30歳代） 26.6％ 15.0％以下 

朝食の内容が３色（黄：炭水化物、赤：たんぱく質、緑：

野菜・果物）揃っている人の割合（大人＋中学生） 
25.5％ 26.0％ 

副菜が５皿以上取れている人の割合（大人） 27.4％ 34.0％ 

「食事バランスガイド」を見たことがある市民の割合（大人） 69.5％ 72.0％ 

食生活でうす味にすることを心がけている人の割合（大人） 29.0％ 39.0％ 

適正体重を維持してい

る者の割合（大人） 

ＢＭＩ18.5～24.9（20歳以上） 
（60 歳以上はＢＭＩ20.0～24.9）※ 64.0％ 70.0％ 

主食・主菜・副菜のそろった料理を１日２回以上ほぼ毎日

食べている（「毎日食べる」「週に４～５日食べる」）者の

割合（大人） 

55.6％ 60.0％ 

※国や府の目標値は「ＢＭＩ18.5～24.9（20 歳以上）（65 歳以上はＢＭＩ20.0～24.9）」となってるが、本市は

10 歳区分でデータを把握しているため「60 歳以上」を対象区分として設定した。 
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２ 身体活動・運動の推進 

身体活動や運動は、生活習慣病の予防に加え、運動機能の維持・向上、生きがいや仲間づ

くり、閉じこもりの防止など、生活の質を高めるうえで重要な要素です。 

近年注目されている「フレイル」や「ロコモティブシンドローム」の予防にも、日常的な身

体活動の継続が効果的です。 

運動は自らの意識と継続が必要であり、市民が無理なく運動習慣を身につけられるよう、

行政や地域が連携して支援を充実させることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・身体活動・運動の重要性を理解し、日常生活の中で意識的に身体を動かし

ましょう。 

・自分に合った運動を継続的に行いましょう。 

・家族や仲間と一緒に身体を動かし、楽しみながら運動習慣を身につけま

しょう。 

・健康づくりイベントや地域のスポーツ教室に積極的に参加しましょう。 

妊娠期 ・医師や助産師の指導のもと、体調に合わせて軽い運動を取り入れましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・学校・園以外でも外遊びや散歩など、日常の中で自然に身体を動かす時間

を増やしましょう。 

・テレビやゲーム等の長時間の使用を控え、身体を動かす習慣を身につけま

しょう。 

  

 

・大人の運動習慣がある人の割合は増加していますが、まだ低い水準となっています。中

学生についてみると、「週に１～２日くらい」「ほとんどしていない」の割合が高くなっ

ています。心身の健全な育成のため、身体活動を伴った活動の場の提供や環境づくり、

生活習慣の見直しなどの取組が必要です。 

・運動をしない理由についてみると、「時間に余裕がない」が最も高く、次いで「日常生活

の中で意識的に身体を動かすようにしている」となっています。ライフスタイルに合わ

せ、日常生活の中で身体活動量を増やす事や運動・スポーツをすること、積極的に外出

することなど継続した取組が必要です。 

・１日のおよその歩数が少ない人（2,000 歩未満）の割合は２割未満であり、特に女性で

多くなっています。歩数が少ないことで起こる健康リスクの周知や歩数を増やす取組を

促進する必要があります。 

・フレイルやロコモティブシンドロームの認知度は増加していますが、生活習慣病予防や

運動機能低下防止のためにも身体を動かす事の理解を深め、啓発することが重要です。 

現状と課題 
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青年期 

壮年期 

・家事や仕事等の日常生活の中で、身体活動量を増やす工夫をしましょう。 

・運動習慣を身につけ、ストレス発散や生活習慣病予防に役立てましょう。 

高齢期 

・フレイル・ロコモティブシンドローム予防を意識し、自分の体力や健康状

態に合わせ、無理のない範囲で身体を動かしましょう。 

・外出の機会を増やし、社会とのつながりを保ちながら心身の健康を維持し

ましょう。 

 

■地域における取組 

・市民が気軽に参加できるウォーキングイベントやニュースポーツ体験会などを開催し、

楽しみながら運動できる機会を提供しましょう。 

・スポーツ団体やボランティアと協働し、障害の有無や年齢に関係なく参加できるスポー

ツ体験の場を広げましょう。 

・フレイルやロコモティブシンドローム予防の普及啓発を進め、地域ぐるみでの健康維持

を支援しましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【身体活動・運動に関する知識の普及】 

取組項目 内容 担当課 

スポーツイベントによる普

及啓発 

各種スポーツの活動紹介や体験、ニュース

ポーツや障害者スポーツの体験の機会を

設け、身体活動・運動に関する知識の普及

に取り組みます。 

スポーツ推進課 

短期講座、連続講座における

健康増進に関する講座の実

施 

生涯学習センター等で健康増進講座を実

施し、あらゆる年代の市民が健康的な生活

習慣を身につけ、身近な場所で身体を動か

すことに親しめるよう、普及啓発を行いま

す。また、健康体操やウォーキング会の実

施を継続し、日常で取り組みやすい身体活

動・運動の情報提供に努めます。 

生涯学習課 

健康推進課 

ロコゼロ教室 ロコモティブシンドロームの予防のための

運動教室を実施し、運動の実践方法などの

知識の普及に取り組みます。 

地域共生推進課 

音楽介護予防教室（泉佐野元

気塾） 

市の介護保険の被保険者を対象に、カラオ

ケ機器を利用し、口腔機能向上を目的とし

た口腔体操、２つ以上のことを同時に行う

脳トレ、歌いながら身体を動かす歌謡体

操、楽しみながら継続できる介護予防教室

を実施します。 

地域共生推進課 
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取組項目 内容 担当課 

地域介護予防活動支援事業 運動機能向上事業・認知症予防事業等を継

続します。 

地域共生推進課 

フレイル・ロコモティブシン

ドロームの啓発 

あらゆる年齢の市民に対して広報や公式

ライン、チラシなどで、予防啓発を行いま

す。また、人が集まるイベントやスーパー

などで、測定や個別相談等を行い、フレイ

ル予防の視点も取り入れ、口腔・筋力・栄養

バランスなど包括的な内容の普及により、

介護予防の意識向上を図ります。 

健康推進課 

地域共生推進課 

国保年金課 

 

 

【運動習慣の定着を図るための支援】 

取組項目 内容 担当課 

市民健康ハイキングの実施 国民健康保険加入者等を対象に健康ハイキ

ングを実施します。 

国保年金課 

ウォーキングイベントの実

施 

市民を対象にウォーキングイベントを実施

します。また、日常生活で歩数を意識でき

るよう、健康アプリ等を活用し、継続的に

取り組める仕組みづくりを進めます。 

国保年金課 

健康推進課 

スポーツ教室の実施 各種スポーツ教室の実施、障害児（者）が

参加できる軽スポーツやフライングディス

ク、スイミング等の教室も実施し市民の健

康増進を図ります。 

スポーツ推進課 

体育館等の利用促進 体育館や健康増進センター等を活用し、個

人や団体の利用に供するとともに、自主的

な健康づくりを支援します。 

青少年課 

スポーツ推進課 

運動機会の提供 下校後の時間帯や、月１回土曜日には「元

気ひろば」として小学校の校庭を開放し、

運動の機会の提供に努めます。また、中学

生でも部活動以外の時間に身体を動かせる

場の整備に努めます。 

学校教育課等 

市民健康マラソンの実施 地域住民の健康維持増進と体力向上に寄与

することを目的として、マラソン大会を開

催します。 

スポーツ推進課 
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■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

運動習慣がある人の割合（大人） 30.4％ 40.0％ 

１日の歩数が 2,000 歩未満の人の割合（大人） 16.6％ 11.6％以下 

体育館と健康増進センターの利用者数 203,235人（R6） 207,235人 

元気塾参加人数 15,081人（R6） 21,600 人 

ロコゼロ教室参加人数 2,347 人（R6） 3,000 人 

運動することが好きな人の割合（大人） 65.9％ 74.0％ 

フレイルについて知っている人の割合（大人） 23.8％ 54.6％ 
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３ 休養・こころの健康づくりの推進 

社会や経済の変化、家庭や地域における人間関係の希薄化などにより、うつ病や自殺、い

じめ、不登校、ひきこもりなど、こころの健康に関する課題が増えています。 

こころの健康づくりには、正しい知識の普及とともに、十分な休養の確保や相談体制の整

備が重要です。また、家庭・地域・職場などで、お互いに思いやりをもち、支え合う環境づく

りを進めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠と休養をとりましょう。 

・自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身のリフレッシュを意識しま

しょう。 

・家族や友人、地域の人との会話やふれあいを大切にし、孤立を防ぎましょう。 

・困ったときは一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談しましょう。 

・思いやりの気持ちをもち、お互いを支え合う地域づくりに参加しましょう。 

妊娠期 

・心身の変化に応じて、十分な休養と睡眠をとり、無理をしない生活を心が

けましょう。 

・妊娠や出産への不安を感じたときは、早めに医療機関やこども未来セン

ター等に相談しましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・子どもが十分な睡眠をとれるよう、家庭で生活リズムを整えましょう。 

・家庭では、悩みを話しやすい雰囲気づくりを心がけましょう。 

・保護者は自らのストレスにも気づき、周囲に相談したり、リフレッシュの

時間を確保しましょう。 

 

  

 

・睡眠による休養が十分「とれている」と回答した人の割合は、大人になるほど低くなっ

ていますが、中学生で２割以上、小学生で１割以上睡眠による休養がとれていない人が

みられます。良質な睡眠による心身の疲労回復を促せるよう、睡眠の重要性などについ

て理解を深める取組が必要です。 

・日常生活で悩みやストレスがある人の割合は、大人では約７割未満となっており、小中

学生保護者と乳幼児保護者が「ある」の割合が７割以上と高くなっています。 

・相談相手については、20～79歳では、家族、友人・同僚といった回答が高く、年齢が上

がるにつれて、「相談しようと思わない」「医師や看護師などの医療従事者」の割合が高

くなることから、高齢になってからの孤立を防ぐ等、それぞれに適した相談支援の整備

が求められます。 

現状と課題 
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青年期 

壮年期 

・職場では、働きすぎを防ぎ、ワーク・ライフ・バランスを意識した働き方

を心がけましょう。 

・気分の落ち込みや体調不良が続くときは、早めに専門機関へ相談しましょう。 

高齢期 

・無理のない範囲で外出や趣味活動を楽しみ、人とのつながりを保ちましょう。 

・健康や生活に不安を感じたときは、ためらわず相談機関や医療機関を活用

しましょう。 

 

■地域における取組 

・ご近所で普段から声をかけあい、困っている人や悩んでいる人に気づいたら声をかけ、必

要な支援につなげましょう。 

・地域での交流の場（サロン、体操教室、ボランティア活動など）を通じて、世代を超え

たつながりを育てましょう。 

・事業所では、職員のストレスチェックや相談体制の充実など、メンタルヘルス対策を推

進しましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【こころの健康に関する普及啓発と情報提供】 

取組項目 内容 担当課 

街頭啓発やポスター掲示、チ

ラシ配布による情報発信 

自殺予防のため、ポスター・チラシなどの

媒体を使用して、情報発信を行います。 

地域共生推進課 

相談機関や医療機関の情報

提供 

こころの悩みや不調を抱える人が気軽に相

談・受診できるよう、地域の医療機関など

の情報提供を行うとともに、産後ケアの利

用を継続的に実施します。また、年齢やラ

イフステージに応じた相談窓口を整理・発

信し、必要な支援につながりやすくします。 

子育て支援課  

こども家庭課 

地域共生推進課 
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【こころの健康を支えるための支援】 

取組項目 内容 担当課 

学校における相談・カウンセ

リングの実施 

相談窓口やカウンセリング制度について周

知を行い、生活上の問題や悩みの相談に応

じます。全小中学校及び教育支援センター

２か所に、週１回・１日６時間のスクール

カウンセラーを配置し、児童生徒及び保護

者へのカウンセリングを継続するととも

に、保護者や教職員への必要な指導・助言

を行います。あわせて、児童生徒自身がス

トレスへの対処法や睡眠の重要性を理解で

きるよう、授業やホームルームでのこころ

の健康に関する教育の充実を図ります。 

学校教育課 

ゲートキーパー養成講座の

実施 

ゲートキーパーの養成講座を実施し、ゲー

トキーパーを地域で増やしていくことで、

地域で支え合うことができる仕組みづくり

を行います。 

地域共生推進課 

介護支援サポーター事業 介護施設等でのボランティア活動を通じ、高

齢者相互による介護予防・介護支援などの社

会参加活動を促進し、自らの生きがいや健康

づくりを推進します。年２回の交流会では、

活動人数や回数の増加をめざします。 

地域共生推進課 

 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

睡眠による休養を十分に取れていない人の割合（全対象） 23.8％ 15.0％以下 

悩みやストレスがある人の割合（大人） 68.2％ 61.0％以下 
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４ たばこ対策 

たばこを吸わないことは、健康づくりの基本です。たばこには多くの有害物質が含まれて

おり、喫煙者本人だけでなく、周囲の人も受動喫煙により、がんや心疾患、脳卒中などのリ

スクが高まります。妊婦の場合には、早産や低体重児出産の危険性も高まります。 

全ての市民がたばこの害について正しい知識をもち、自分や家族をたばこの害から守る意

識を高めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■個人や家庭における取組 

共通 

・たばこ（紙巻きたばこ・加熱式・電子たばこ）は健康に悪影響を及ぼすた

め、たばこの健康への影響について正しい知識をもち、禁煙に取り組みま

しょう。 

・周囲の人の健康を守るため、生活空間で望まない受動喫煙を防ぎましょう。 

・禁煙が必要な人、禁煙に取り組もうとしている人は、禁煙に向けた目標を

立て、家族や周囲の協力を得ながら取り組みましょう。 

妊娠期 
・妊娠中や授乳期の喫煙は、胎児・子どもの発育や健康に悪影響を及ぼすた

め家族も喫煙を控えましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・子どもを受動喫煙から守りましょう。 

・たばこの害について正しい知識を伝え、たばこを「吸わない」「すすめられ

ても断る」意識を育てましょう。 

青年期 

壮年期 

・ストレス解消の手段としてたばこに頼らず、運動や趣味などの楽しみを見

つけましょう。 

高齢期 
・健康診断や医療機関受診の機会を活かし、長年の喫煙習慣がある場合でも

禁煙に取り組みましょう。 
  

 

・喫煙率は減少しており、紙巻きたばこの割合も減少していますが、加熱式・電子たばこ

の利用割合が増加しているため、加熱式・電子たばこが健康に与える影響について情報

提供が必要です。喫煙率減少の要因としては、受動喫煙防止法の施行やたばこ税の引き

上げ、企業や公共施設での禁煙化の進展、保健指導での啓発や禁煙相談など、社会全体

で禁煙を促す環境が整備されたことなどが考えられます。 

・妊婦への影響に関する認知度が低下しており、幅広い層への正しい情報提供を強化する

ことが大切です。 

・中学生は受動喫煙の割合が前回より高くなっていること、大人の受動喫煙が家庭や職場

で依然高いことから、健康への影響が懸念され、受動喫煙防止の取組を強化する必要が

あります。 

・心疾患による死亡が全国・大阪府と比較して非常に高くなっています。心疾患の予防の

ためにも禁煙の取組が非常に大切です。 

現状と課題 
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■地域における取組 

・公共施設・事業所・飲食店などの分煙・禁煙環境を整備し、受動喫煙防止を徹底しましょ

う。 

・学校や地域団体と連携し、子どもや若年層に対するたばこの害の啓発や学習機会を充実

させましょう。 

・医療機関などで禁煙外来や禁煙教室を推進し、禁煙希望者を継続的に支援しましょう。 

・企業・事業所では禁煙支援プログラムを導入し、従業員の健康を守りましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【たばこの健康被害に関する知識の普及啓発】 

取組項目 内容 担当課 

ポスター掲示やチラシ配布

による普及啓発 

関係各所にポスター掲示やイベントでのチ

ラシ配布を行うほか、妊婦には母子健康手

帳副読本を配布し、歯周病予防講座で喫煙

の影響について講義します。市役所の世界

禁煙デーイベントや体育施設・スポーツイ

ベントでの配布も通じ、加熱式・電子たば

こを含めたたばこの健康被害について啓発

します。 

健康推進課 

こども家庭課 

学校教育課 

国保年金課 

政策推進課 

農林水産課 

スポーツ推進課 

 

【禁煙のための支援】 

取組項目 内容 担当課 

特定保健指導 特定保健指導利用者に対し、喫煙の影響に

ついて啓発し、禁煙を促します。保健指導

対象者で受診勧奨値を超える喫煙者には、

禁煙パンフレットを継続して配布します。 

国保年金課 

健康推進課 

禁煙外来や禁煙治療実施医療

機関の情報提供 

禁煙が必要な人、禁煙に取り組もうとして

いる人に禁煙外来や禁煙治療を実施してい

る医療機関について情報提供し、禁煙のた

めの支援を行います。 

健康推進課 
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【受動喫煙防止の推進】 

取組項目 内容 担当課 

事業所等での分煙・禁煙環境

の整備の推進 

関係機関と連携し、分煙・禁煙環境の整備

に努めます。認定こども園等に「世界禁煙

デー」や「禁煙週間」を周知するとともに、

学校、体育施設、所管施設内、事業所、職

場等での受動喫煙対策の徹底や分煙・禁煙

の取組を進めます。 

健康推進課 

子育て支援課 

こども家庭課 

学校教育課 

スポーツ推進課 

国保年金課 

生涯学習課 

政策推進課 

農林水産課 

受動喫煙による健康被害に

ついての啓発 

受動喫煙による健康への影響についてチラ

シの配布やポスターの掲示により啓発しま

す。特に家庭内での受動喫煙防止も重視し、

家庭・地域・学校が一体となった啓発活動

を行い、子どもや妊婦を受動喫煙から守る

取組を強化します。 

子育て支援課 

こども家庭課 

学校教育課 

健康推進課 

スポーツ推進課 

国保年金課 

生涯学習課 

政策推進課 

農林水産課 
 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

喫煙率（大人男性） 20.8％ 15.0％以下 

喫煙率（大人女性） 7.6％ 5.0％以下 

受動喫煙の機会を有する人の割合（月に１回程度以上受

動喫煙あった人の割合）（全対象） 
54.7％ 43.0％ 

受動喫煙のあった場所（飲食店の割合）（大人） 27.4％ 0.0％ 

受動喫煙のあった場所（職場の割合）（大人） 29.6％ 0.0％ 
  



55 

５ アルコール対策 

アルコールは、適量を超えて摂取を続けると、生活習慣病をはじめ、うつ病やアルコール

依存症などの健康問題を引き起こす可能性があります。また、家庭や職場などでの人間関係

にも悪影響を及ぼすことがあります。 

アルコールが心身に与える影響を正しく理解し、節度ある適度な飲酒を心がけることが大

切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・アルコールが身体や心に与える影響を正しく理解し、節度ある適度な飲酒、

休肝日を心がけましょう。 

・「飲めない人」「飲まない人」「控えている人」への配慮を大切にし、無理に

勧めないようにしましょう。 

・家族や仲間と飲酒する際には、節度を保ち、楽しく安全に過ごせるように

意識しましょう。 

妊娠期 
・妊娠中や授乳中の飲酒は、胎児や乳児に影響を及ぼすため、禁酒を徹底し、

周囲にも正しい知識を広めましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・未成年の飲酒は脳や発達に悪影響を及ぼすため、保護者や地域が連携し、

飲酒に関する正しい知識や断る力を育む教育を進めましょう。 

青年期 

壮年期 

・飲酒でのストレス発散に頼らず、運動・休養・趣味など、他のリフレッシュ

方法を見つけましょう。 

・服薬中の場合は、薬との相互作用に注意し、飲酒の可否を医師や薬剤師に

確認しましょう。 

  

 

・毎日飲酒している人の割合が１割を超えていることから、アルコールによる健康への影

響、節度ある適度な飲酒などの啓発を推進していく必要があります。 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は男性で２割を超えており、女

性では半数近くとなっています。飲酒の適量の認知度についてみると、全体としては

「知っている」の割合が増加しています。増加の要因としては、節度ある適度な飲酒の

啓発、健康教育や保健指導の充実、メディア等を通じた健康意識の高まりなどにより、

情報が広く浸透してきたことなどが考えられます。一方、20歳代において「知っている」

の割合が他の年代と比較して低く、前回調査より「知っている」の割合が低くなってい

ることから、節度ある適度な飲酒などの啓発を推進していく必要があります。 

現状と課題 

節度ある適度な飲酒量と生活習慣病のリスクを高める量 

節度ある適度な飲酒量は１日あたり純アルコール量約 20ｇ程度とされ、生活習慣病のリスクを高める量

は１日あたり純アルコール量男性 40ｇ以上（２合以上）、女性 20ｇ以上（１合以上）とされている。 
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高齢期 

・加齢によりアルコール分解能力が低下するため、若いころよりも少量で身

体に影響が出やすいことを理解しましょう。 

・飲酒が血圧や肝機能、糖尿病などに影響することを意識し、定期的に健康

チェックを行いましょう。 

・服薬中の場合は、薬との相互作用に注意し、飲酒の可否を医師や薬剤師に

確認しましょう。 

 

■地域における取組 

・事業所では、従業員の健康管理の一環として「飲みすぎ防止」「休肝日促進」などの取

組を進めましょう。 

・飲食店では、ノンアルコールメニューの充実など、飲まない人にも優しい環境づくりを

進めましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【節度ある適度な飲酒に関する知識の普及と情報提供】 

取組項目 内容 担当課 

節度ある適度な飲酒の啓発 広報紙等を活用し、節度ある適度な飲酒の

啓発を行います。 

学校では、未成年への飲酒防止教育や正し 

い知識の普及を推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

アルコール依存症の相談機

関・医療機関の情報提供 

アルコール依存症の治療が必要な人に対

し、相談機関・医療機関の情報提供を行い、

治療のための支援を継続して行います。 

健康推進課 

 

 

【節度ある適度な飲酒の推進】 

取組項目 内容 担当課 

乳幼児健診や母子健康手帳

交付時の啓発 

乳幼児健診や母子健康手帳交付時に、保護

者を対象に飲酒に関する指導・啓発を行い、

健診実施中にも啓発活動を実施します。 

こども家庭課 

がん検診や教室、相談での啓

発 

がん検診や各種教室、健康教育、健康相談・

栄養相談の機会を通じて、飲酒と生活習慣

病等との関連や節度ある適度な飲酒につい

て指導・啓発を行います。 

健康推進課 

特定保健指導 特定保健指導利用者に対し、節度ある適度

な飲酒の重要性について啓発し、実践を促

します。 

健康推進課 
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■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

飲酒の適量を知っている人の割合（大人） 48.4％ 57.4％ 

３合以上飲酒している人の割合（大人） 4.4％ 1.1％ 

生活習慣病のリスクを高める量（２合以上）を飲酒してい

る人の割合（大人男性） 
20.9％ 13.0％以下 

生活習慣病のリスクを高める量（１合以上）を飲酒してい

る人の割合（大人女性） 
48.3％ 6.4％以下 

 

【節度ある適度な飲酒量（純アルコール量 20ｇ程度）について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のアルコール度数（％）は、一般的な目安です。 

よく飲むアルコール飲料の商品名とアルコール度数（％）、サイズを確認したうえで計算してください。性別・

年齢・体重・体質によって個人差もありますが、自分にとって適度な飲酒量を知ってお酒と上手に付き合いま

しょう。 
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６ 歯と口の健康づくりの推進 

歯と口の健康は、食べる・話すといった基本的な生活機能を支えるとともに、生活の質を

維持するために欠かせないものです。歯周病は歯を失う主な原因であるだけでなく、動脈硬

化性疾患や呼吸器疾患、低体重児出産などにも関係していることがわかっています。 

子どもから高齢者まで、全ての世代が歯と口の健康に関心をもち、定期的な歯科健診を受

け、生涯にわたり自分の歯でおいしく食事ができるよう取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・毎日の歯みがきを丁寧に行い、歯間ブラシやデンタルフロスなども活用し

て口腔内を清潔に保ちましょう。 

・かかりつけ歯科医をもち、年１回以上の定期的な歯科健診を受けましょう。 

・歯や歯ぐきの異常を感じたら、早めに歯科を受診し、症状を放置しないよ

うにしましょう。 

・食生活の見直しや間食の工夫・禁煙・十分な睡眠を意識して、虫歯や歯周

病の予防に努めましょう。 

妊娠期 
・胎児や乳児、母体の健康のために妊産婦歯科健診を受けましょう。 

・妊娠期から子どもの歯の健康を守る知識を身につけましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・保護者が仕上げみがきを行い、歯みがきの習慣を身につけさせましょう。 

・よく噛んで食べる習慣を育み、顎の発達と全身の健康づくりにつなげま

しょう。 

・歯や口の健康の大切さを家庭や学校で学び、自分で歯を守る力を養いま

しょう。 

青年期 

壮年期 

・ストレスや不規則な生活が歯や歯ぐきに影響することを理解し、セルフケ

アを継続しましょう。 

・よく噛むことで満腹感が得られ、肥満防止にもつながります。食事のとき

は噛む回数を増やしましょう。 

  

 

・定期的に歯科健診を受けている人については、前回調査と比較すると増加していますが、

20 歳代、80 歳以上は前回調査よりも減少しています。ライフステージに応じた歯の健

康に関する知識の普及が必要であり、定期的な歯科健診の受診率をさらに向上させる必

要があります。 

・咀嚼の状況についてみると、40 歳代以降は年代が上がるにつれて割合が低下していま

す。しっかりよく噛んで食べることは、健康の保持増進や介護予防につながるため、口

腔機能維持のための支援やセルフケアの普及を推進することが必要です。 

現状と課題 
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高齢期 

・歯や口の機能を維持するため、入れ歯を含めた適切なケアを行いましょう。 

・口の中の乾燥を防ぐため、水分補給や口の体操を日常的に行いましょう。 

・食事の際は「噛む」「飲み込む」機能を意識し、必要に応じて専門職のアド

バイスを受けましょう。 

・定期的な歯科健診に加え、オーラルフレイルのチェックを受け、口腔機能

の低下を防ぎましょう。 

・自分の歯で食事を楽しめるように、毎日のケアを継続しましょう。 

 

■地域における取組 

・歯科医師会や歯科医院と連携し、ライフステージに応じた歯と口の健康づくりに関する

啓発を推進しましょう。 

・職場などでは、定期的な歯科健診や歯科保健教育を実施しましょう。 

・高齢者の集いの場では、オーラルフレイル予防や口腔体操の普及を進めましょう。 

・妊婦や子育て世帯に向けて、母子保健事業と連携した歯科保健指導を強化しましょう。 

 

■学校・行政における取組 

【歯と口の健康に関する知識の普及啓発】 

取組項目 内容 担当課 

ポスター掲示やチラシ配布

等による普及啓発 

関係各所にポスターを掲示したり、イベン

ト等でのチラシ配布等により、う歯（むし

歯）・歯周疾患予防に関する知識や定期的な

歯科健診の重要性の普及・啓発を行います。 

こども家庭課 

健康推進課 

養護教諭による歯磨き指導 歯磨き指導を行い、幼少期から歯磨きの必

要性について教育を行い、歯と口の健康を

保ちます。 

子育て支援課 

健康イベント等での啓発 健康フェスタや健康講座で、歯みがき指導

や歯周病予防を啓発し、市民が楽しく学べ

る機会を設けます。 

健康推進課 
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【歯科健診の充実】 

取組項目 内容 担当課 

乳幼児歯科健診の実施 １歳６か月・２歳・３歳６か月児健診時に

歯科健診を実施。２歳児歯科健診時にフッ

化物塗布を実施します。 

こども家庭課 

妊産婦歯科健診 口腔疾患の早期発見により、早期治療に結

びつけます。 

こども家庭課 

認定こども園の歯科健診 歯科健診を通じて、歯と口の健康を保ちま

す。 

子育て支援課 

小中学校における歯科健診

の実施 

６月末までに全ての小・中学校の全学年で

歯科健診を実施し、歯と口の健康に関する

啓発を行います。虫歯等で治療が必要な児

童生徒については、保護者へ通知します。 

学校教育課 

歯周疾患検診 20・30・40・50・60・70歳の市民に対し、歯

周疾患検診を行い、口腔内の検査と、その場

で必要な場合は保健指導を行います。 

健康推進課 

 

【口腔機能の維持向上の推進】 

取組項目 内容 担当課 

「健口体操」の普及啓発 関係団体と連携し、「健口体操」の普及啓発

を行います。 

地域共生推進課 

高齢者の口腔機能低下状態

の早期発見・低下防止支援 

チェックリストなどで高齢者の口腔機能低

下を早期に発見する機会を拡充し、低下防

止の支援を行います。地域共生推進課が開

催する「元気塾」において、オーラルフレ

イルの健康講話や音楽介護予防教室を実施

します。 

国保年金課 

地域共生推進課 

 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

過去１年間に歯科健診を受けている人の割合（大人） 65.2％ 67.0％ 

幼児のむし歯の保有率（３歳６か月児健診） 9.9％（R5） 6.0％ 
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７ 生活習慣病の予防・早期発見と重症化予防 

近年、食生活の乱れや運動不足などにより、生活習慣病やがんの予防が重要な課題となっ

ています。 

本市では、全国と比較して心疾患の死亡率が高く、生活習慣病の予防が特に重要です。生

活習慣病やメタボリックシンドロームについて十分に理解していない市民も少なくないこと

から、正しい知識の普及と意識の向上が求められます。 

一人ひとりが自分の健康状態を把握し、健診やがん検診を積極的に受診して、結果を踏ま

えた生活習慣の改善を行うことで、健康寿命の延伸につなげることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・年に一度は健（検）診を受け、自身の健康状態を把握し、早期発見・早期

治療につなげましょう。 

・日々の食事・運動・睡眠などの生活習慣を見直し、規則正しい生活を心が

けましょう。 

・かかりつけ医をもち、健康に関する不安や疑問を相談できる環境を整えま

しょう。 

・メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する正しい知識を身につけま

しょう。 

妊娠期 
・妊婦健診を定期的に受け、体重管理や食事のバランスに気を配りましょう。 

・妊娠期における適正な食生活を送りましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・食事・運動・睡眠など、生活リズムの基本を身につけましょう。 

・保護者は、子どもの健康診断や歯科健診を欠かさず受けるようにしましょ

う。 

・外遊びや運動の時間を増やし、身体を動かす楽しさを学びましょう。 

  

 

・健診受診率は上昇していますが、がん検診受診率は低下しており、受診していない理由

として「受ける方法が分からなかった」の回答が増加していることから、受診しやすい

環境整備や情報提供方法の見直しが求められます。 

・心疾患の死亡率は全国平均を上回っており、生活習慣改善と早期発見の推進が重要です。 

・メタボリックシンドロームの認知度は約７割と高いものの、「知らない」と回答する人

が増えており、正しい知識の普及が必要です。 

・健康マイレージの認知度は前回調査と比較すると、「内容を知っている」の割合が増加

しており、引き続き活用促進を進めていく必要があります。 

現状と課題 
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青年期 

壮年期 

・運動不足やストレスの蓄積を防ぐため、仕事と生活のバランスを意識しま

しょう。 

・体重や血圧を定期的に測定し、変化を確認しましょう。 

・検脈を行う習慣をつけ、変化を感じたら医療機関を受診しましょう。 

・健康マイレージなどの取組を活用し、楽しみながら健康づくりを継続しま

しょう。 

高齢期 

・体重や血圧を定期的に測定し、変化を確認しましょう。 

・検脈を行う習慣をつけ、変化を感じたら医療機関を受診しましょう。 

・体調の変化を感じたら早めに医療機関を受診し、重症化を防ぎましょう。 

・介護予防の観点からも、地域の健康教室やサロンに参加し、社会とのつな

がりを保ちましょう。 

・服薬管理を適切に行い、複数の医療機関にかかる場合は情報を共有しましょ

う。 

 

■地域における取組 

・行政や医療機関、事業所が連携し、健（検）診の受診方法や申込み手続きのわかりやす

い情報提供を行いましょう。 

・地域ボランティア等が、生活習慣病予防に関する啓発活動を行い、市民の関心を高めま

しょう。 

・事業所では、従業員が定期的に健（検）診を受診できるように勤務環境を整えましょう。 

・健康マイレージなど地域の健康づくり事業を活用し、住民が継続的に健康行動に取り組

めるよう促進しましょう。 

・地域のイベント等を通じて、血圧測定や健康相談の機会を設けましょう。 
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■学校・行政における取組 

【生活習慣病の早期発見】 

取組項目 内容 担当課 

特定健康診査の実施 40 歳以上の国民健康保険加入者等を対象

に特定健康診査を実施し、生活習慣病の早

期発見・予防につなげます。受診率向上の

ため、未受診者への個別勧奨を強化します。 

国保年金課 

健康推進課 

 

がん検診の実施 がんの早期発見の推進を図り、早期治療と

がんでの死亡率の減少につなげます。また、

受診方法のわかりやすい周知や、受診しや

すい環境整備を検討します。 

健康推進課 

骨粗鬆症検診の実施 40・45・50・55・60・65・70歳の女性を対

象に骨粗鬆症検診を行い、骨粗鬆症の早期

発見により、早期治療につなげます。 

健康推進課 

歯周疾患検診の実施 20・30・40・50・60・70歳の市民に対し、

歯周疾患検診を行い、口腔内の検査と、そ

の場で必要な場合は保健指導を行います。 

健康推進課 

肝炎ウイルス検診の実施 40歳以上の市民に対し、肝炎ウイルス検診

を実施し、疾患の早期発見、早期治療につ

なげます。 

健康推進課 

健康マイレージ事業の実施 「健診」「歩く」「講座参加」でポイントを

付与することに加え、若年層の登録促進の

ため年齢層別チラシを作成・配布し、検診

受診率の向上をめざします。また、ＳＮＳ

を活用した情報発信により、さらなる参加

促進を図ります。 

健康推進課 

 

【生活習慣病の予防、重症化予防】 

取組項目 内容 担当課 

特定保健指導 国民健康保険加入者に対し、特定健康診査

を実施します。 

国保年金課 

健康推進課 

 

糖尿病性腎症重症化予防 国民健康保険加入者で糖尿病性腎症リスク

の高い方に対し、糖尿病性腎症重症化予防事

業を開始し６か月間の保健指導を行います。

泉佐野市生活習慣病重症化予防事業を実施

し、重症化予防・透析移行防止に努めます。 

国保年金課 

健康推進課 
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取組項目 内容 担当課 

心原性脳塞栓予防 健康診査受診や脈チェックを勧め、心房細

動の早期発見に努めます。心房細動所見の

ある未治療者には郵送や電話で受診を勧奨

し、集団健診では要精密検査対象者に紹介

状を発行し、受診勧奨の電話を実施します。 

国保年金課 

健康推進課 

家族性高脂血症の早期発見

のための取組 

早期発見のための知識を周知し、リスクの

ある人の受療につなげます。ＬＤＬコレス

テロール高値の未治療者には郵送や電話で

受診を勧奨し、集団健診では要精密検査対

象者に紹介状を発行し、受診勧奨の電話を

実施します。 

国保年金課 

健康推進課 

 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

胃がん検診受診率 4.3％（R6） 40.0％ 

大腸がん検診受診率 4.4％（R6） 40.0％ 

肺がん検診受診率 2.9％（R6） 45.0％ 

子宮頸がん検診受診率 19.0％（R6） 45.0％ 

乳がん検診受診率 13.5％（R6） 45.0％ 

特定健康診査受診率 33.8％（R5） 60.0％ 

特定保健指導終了率 13.6％（R5） 60.0％ 

心房細動という不整脈が脳梗塞の発症に深くかかわって

いることを知っている人の割合（大人） 
37.1％ 49.9％ 

健康マイレージ事業を知っている人の割合（大人） 35.6％ 43.9％ 
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８ 地域で取り組む健康づくりの推進 

近年、地域のつながり（ソーシャルキャピタル）が健康に良い影響を与えることが明らか

になっています。 

少子高齢化や核家族化、ひとり暮らし世帯の増加が進む中で、地域のつながりや生きがい

をもつことが、健康づくりにとって重要です。地域での交流や支え合いの機会を増やし、誰

もが参加しやすい健康づくり活動を推進していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・日常のあいさつや声かけを通して、地域の人とのつながりを大切にしま

しょう。 

・地域の行事や健康づくりイベントに積極的に参加し、顔の見える関係をつ

くりましょう。 

・健康や子育て、防災など関心のあるテーマから、気軽に地域活動へ参加し

てみましょう。 

・孤立している人や困っている人を見かけたら、思いやりのある声かけを心

がけましょう。 

妊娠期 

・地域の子育て支援センターや行政サービスを上手に活用し、同じ立場の人

とのつながりで悩みを共有したり、地域に相談できる関係を築きましょ

う。 

乳幼児期 

学齢期 

・保育園・幼稚園・こども園・学校の行事や地域の子育てイベントに積極的

に参加し、地域との交流を深めましょう。 

・保護者同士の情報交換を通じて、子育ての悩みを共有し支え合いましょう。 

青年期 

壮年期 

・ストレス軽減や心の健康維持のためにも、地域の交流や趣味活動を取り入

れましょう。 

高齢期 
・外出の機会を増やし、地域での交流を深めましょう。 

・多世代と交流できる場に参加し、地域の活力づくりに貢献しましょう。 

 

  

 

・７割以上の人が地域とのつながりが弱いと感じており、特に乳幼児保護者で高くなって

おり、子育て世代を地域で支える体制づくりが必要です。 

・自主的な集まりへの参加状況については「ない」が７割以上となっており、地域・職場・

学校などで参加しやすい活動機会を増やすことや魅力的な活動機会の創出が重要です。 

現状と課題 
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■地域における取組 

・地域行事や健康づくりイベントを通じて、世代を超えた交流の機会を増やしましょう。 

・町内会、公民館、学校、事業所などが連携し、身近な場所で健康づくりや交流活動を行

いましょう。 

・地域のボランティア等の育成を進め、住民が主体となって健康づくりを支える体制を整

えましょう。 

・企業や店舗など地域の多様な主体と協働し、健康づくりをまち全体の取組として広げま

しょう。 

 

■学校・行政における取組 

【住民自身による健康管理の促進】 

取組項目 内容 担当課 

ボランティア活動支援 泉佐野市食生活改善推進協議会といずみさ

のみんなの健康づくり応援団と連携し、関

連ボランティアの養成講座を実施して市民

主体の健康づくり活動を支援します。また、

学校においても、地域清掃や福祉体験など

のボランティア学習を推進し、子どものう

ちから地域活動への参加を推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

 

介護支援サポーター事業 介護施設等でのボランティア活動を通じ、高

齢者相互による介護予防・介護支援などの社

会参加活動を促進し、自らの生きがいや健康

づくりを推進します。年２回の交流会では、

活動人数や回数の増加をめざします。 

地域共生推進課 
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【関連団体との連携強化】 

取組項目 内容 担当課 

医師会・歯科医師会等との連

携強化 

泉佐野泉南医師会、泉佐野泉南歯科医師会、

泉佐野薬剤師会など地域の専門職団体との

連携を引き続き強化し、特定健診・特定保

健指導やがん検診・歯周疾患検診、健康教

育講座などにおける業務委託・講師依頼を

継続して実施します。また、多職種による

連携を通じ、医療・介護の連携推進も継続

して進めます。 

健康推進課 

国保年金課 

地域共生推進課 

 

地域の関連団体との連携強

化 

専門職や地域住民団体との連携を強化し、

地域に寄り添った健康づくりを推進しま

す。雇用助産師による乳児全戸訪問や４か

月児健診でのブックスタート事業協力を実

施し、多職種連携による医療・介護の連携

推進も継続します。さらに学校・家庭・地

域が一体となり、子育て世代を地域で支え

る体制の充実を図ります。 

こども家庭課 

地域共生推進課 

 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

地域のつながりが強いと思っている人の割合（大人） 23.3％ 65.0％ 

地域の集まりやグループに参加する人の割合（大人） 17.6％ 18.0％ 
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第５章 食育推進計画 

食育は、心身の健康と豊かな人間性を育むための基礎であり、人と人との絆を深めるもの

です。効果的に推進するためには、家庭・地域・行政などの関係者が共通の認識をもち、連携

して取り組むことが重要です。 

食育を通じて、食の大切さを実感し、豊かな心と健やかな身体を育むことをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・食育の認知度については、「意味も言葉も知っていた」と回答した人の割合が７割程度

であり、前回調査と大きな変化はみられません。引き続き、全ての世代に食育の意義や

目的を理解してもらうための普及啓発を行う必要があります。 

・食育への関心は乳幼児保護者で最も高くなっているものの、成人や保護者全体では前回

調査より低下しています。特に男性や高齢層で関心が下がっていることから、ライフス

テージや性別に応じた効果的な情報発信や学びの機会を設け、関心の維持・向上を図る

ことが大切です。 

・家族と一緒に食事をしている人の割合（成人）は、約７割で前回調査より減少しており、

特に 80 歳以上の高齢者では「一人で食べることが多い」人が４割を超えています。家

庭や地域での「共食」機会を広げ、孤食を防ぐための地域交流や見守り活動を推進する

ことが大切です。 

・地元産品を心がけて購入している人の割合は５割未満であり、前回調査より低下してい

ます。地産地消の意義や魅力を伝える取組を強化し、地域ぐるみで地元産品を選ぶ意識

を高めていく必要があります。 

・食品ロスについて「知っている」と回答した人の割合は前回調査より増加していますが、

小学生での認知が他の年代に比べて低くなっています。次世代への意識啓発を進めると

ともに、家庭や学校での実践的な学びを通して、食品ロス削減の行動につなげていくこ

とが求められます。 

現状と課題 
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１ 個人や家庭における「食育」の推進 

家庭での食事を通じて、家族と一緒に食べる「共食」の機会を増やし、食を楽しむ習慣を

育てます。また、適量の理解や食品ロス削減への取組を通して、食への感謝の心を育みます。

親子での食事づくりを通じて郷土料理や行事食、家庭の味を継承し、次世代への和食文化の

つながりを促進します。 

 

■個人や家庭における取組 

共通 

・家族や仲間と食事の時間を共有し、共食の習慣を大切にしましょう。 

・「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつを大切にしましょう。 

・食べ残しや食品の余りを減らし、食品ロスを意識して行動しましょう。 

・地域の特産物や旬の食材を取り入れ、食材の知識を深めましょう。郷土料

理や、地元の食文化を継承しましょう。 

・地域の食育イベントや実践活動に参加し、食の楽しさや知識を広げましょう。 

妊娠期 
・栄養バランスを考えた食生活を心がけ、母体と胎児の健康を守りましょう。 

・食生活の悩みや不安があれば、医師や管理栄養士に相談しましょう。 

乳幼児期 

学齢期 

・食べることを楽しみ、望ましい食習慣を身につけましょう。 

・親子で食事づくりを楽しみ、家庭での調理体験を通して食への関心を育て

ましょう。 

・学校や地域での食育活動に参加し、食品ロス削減の実践を学びましょう。 

青年期 

壮年期 

・やせや肥満を予防し、健康的な食生活を心がけましょう。 

・食事の内容や食べ方を見直し、生活習慣病の予防につなげましょう。 

高齢期 

・フレイルやロコモティブシンドローム予防を意識し、個々の健康状態に

合った食生活を心がけましょう。 

・一人で食べる機会が多い人は、地域の食事会や共食の場に積極的に参加し

ましょう。 

・食事の準備や調理を通じて、日常生活の活動量を維持しましょう。 
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２ 地域における「食育」の推進 

地域全体で食育の実践機会を提供し、郷土料理や行事食を日常に取り入れることで、食文

化の継承を図ります。管理栄養士や栄養士、食生活改善推進員、生産者らと連携し、地域ぐ

るみで学びと活動の輪を広げ、世代を問わず食育への関心を高めます。 

 

■地域における取組 

・地元の飲食事業者は、料理に地元の特産品を積極的に活用し、地産地消を推進しましょう。 

・ボランティア団体や地域団体は、調理実習や食育イベントを通じて、郷土料理・行事食

の継承や学習の場を提供しましょう。 

・地域行事を活用し、世代を超えた共食の場や食文化体験の機会をつくりましょう。 

・生産者は、農業・漁業体験などを学校や地域と連携して提供し、子どもたちへの食育を

推進しましょう。 

・給食や地域の食事提供の場で地場産物を活用し、味覚や知識の向上につなげましょう。 
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３ 学校・行政における「食育」の推進 

学校や行政は、市民が食育に触れるきっかけをつくることが重要です。地元産物を活用し

た給食や農業・漁業体験を通じて、地産地消の理解を深め、地域活性化にもつなげます。市

民、地域団体、生産者をつなぐ仕組みを整え、地域全体での食育推進を進めます。 

 

■学校・行政における取組 

【「食育」に関する啓発の推進】 

年代 取組項目 内容 担当課 

妊
婦
・
乳
児
・
幼
児
・
小
中
学
生 

妊婦に対する啓発 母子健康手帳交付時に、妊娠中の食事に関

する情報提供をします。 

こども家庭課 

乳幼児保護者に対す

る啓発 

離乳食講習会では集団での試食や、離乳食

づくりのフォローが必要な保護者を対象

とした実習形式の講習会を実施し、知識の

普及と実践の機会を提供します。また、地

域子育て支援センターのよちよちルーム

では、毎月１回栄養相談会を実施します。 

子育て支援課 

こども家庭課 

乳幼児保護者に対す

る「共食」の場の提供 

お食事会で食事に悩みを抱える保護者と

児に対して、共食の場を提供します。 

こども家庭課 

認定こども園におけ

る食育の実施 

子どもたちが、自分たちで力を合わせて食

物を育て、できた野菜を料理して食べる経

験を通して、食べることに対する関心を高

める活動や食育イベント（もちつき会な

ど）を開催し、子どもたちの食への関心を

高めます。また、各認定こども園の栄養士

による食に関する話（朝ごはんの大切さ、

しっかり噛んで食べる、お箸の指導など）

年間４回程度実施し、保護者に向けても、

食事に関するお便りで食育に関する啓発

を行います。 

子育て支援課 

小中学校における食

育の実施 

小中学校における給食を通して、食の安全

性・食を通じた健康、共食や地産地消など

に関する食育を行うとともに、栄養教諭に

よる食指導・料理教室・ＰＴＡ給食試食会・

給食センター見学等を行います。各校で

は、朝食の重要性をはじめ、食育に関する

啓発を行います。 

教育総務課 

学校教育課 
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年代 取組項目 内容 担当課 

全
世
代 

「共食」の重要性の

啓発 

 

イベントや各種教室で「孤食」への取組や「共

食」の重要性を周知し、「ひとり暮らしの高

齢者交流会」などを通じて共食の場の支援に

努めます。認定こども園では食事に関するお

便り、子育て支援センターのみんなの広場や

よちよちルームで周知を行い、各学校ではＰ

ＴＡ給食試食会や学校給食だよりを通じて

啓発します。 

子育て支援課 

学校教育課 

国保年金課 

政策推進課 

健康推進課 

農林水産課 

地域共生推進課 

 

食育講座等の実施 生涯学習センター等における料理講座等を

通して、地域の食材や食文化を広め、食習慣

の改善につながる知識の普及を行います。食

生活や献立について学べる機会として、調理

実演や試食などを取り入れた講座を実施し

ます。 

生涯学習課 

「食育の日」の啓発 「食育の日」（毎月 19 日）を契機に、広報い

ずみさの、市役所入口のぼり、電子母子手帳

さのっ子ナビなどを活用して、食育の重要性

を周知します。 

健康推進課 

こども家庭課 

「食育」を中心とし

たイベントの実施 

泉佐野地域活動栄養士会、泉佐野市食生活改

善推進協議会などと連携し、食育に関するイ

ベントを実施し、市民に食育についての啓発

を行います。 

健康推進課 

ボランティア団体と

の連携 

泉佐野市食生活改善推進協議会といずみさ

のみんなの健康づくり応援団と連携し、媒体

作成や情報提供を継続して実施し、食育を推

進します。 

健康推進課 

食品ロス削減に関す

る啓発 

食品ロスの問題について啓発し、削減に向け

た意識づけを行います。認定こども園では園

児が食べられる量の配膳や食事に関するお

便りでの啓発を実施します。また、泉佐野市

食生活改善推進協議会の会員が食品ロス削

減推進サポーターとして活動します。学校に

おいても食指導を通じて啓発します。 

子育て支援課 

まちの活性課 

（令和８年４月～

住民生活課） 

健康推進課 

教育総務課 
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【食文化の継承、地産地消の推進】 

取組項目 内容 担当課 

農業体験・漁業体験の実施 学校等と連携し、さつまいも収穫体験や地

引網体験などの農業体験・漁業体験を実施

し、地産地消の推進をめざします。また、

実施に際しては、学校等と連携して周知を

行い、農業体験・漁業体験をしたことがあ

る人が増加するよう努めます。 

学校教育課 

農林水産課 

地産地消の推進 学校等と連携し、給食に地場産物を使用す

るよう努めます。 

教育総務課 

政策推進課 
 

■目標値 

評価指標 実績値 目標値 

「食育」という言葉やその意味を知っている市民の割合

（大人） 
68.7％ 76.0％ 

食育に関する行動をしている人の割合（大人） 45.2％ 46.0％ 

「食育」に関心をもっている市民の割合（大人） 76.7％ 94.0％ 

食べることに関心がある小中学生の割合（小中学生） 78.1％ 80.0％ 

朝食欠食率（全対象） 19.7％ 13.5％以下 

朝食欠食率（小中学生） 21.5％ 15.5％以下 

家族等と一緒に食事をしている市民の割合（全対象） 96.5％ 99.0％ 

「地産地消」を知っている市民の割合（大人） 84.9％ 92.0％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（水なす）（大人） 96.8％ 98.0％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（松波キャベツ）

（大人） 
63.1％ 74.1％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（泉だこ）（大人） 62.9％ 70.0％ 

泉佐野カレー（地元産物を使用して製造）の認知度※ 34.6％ 50.0％ 

農業体験をしたことがある人の割合（大人） 60.9％ 74.0％ 

漁業体験をしたことがある人の割合（大人） 18.1％ 28.0％ 

地産地消を心がけて食材を購入する人の割合（大人） 45.5％ 55.0％ 

よくかんで食べることに気をつけている小中学生の割合

（小中学生） 
84.6％ 90.0％ 

食品ロスが問題になっていることを知っている人の割合

（大人） 
94.2％ 99.0％ 

学校給食における野菜と米の地産地消率（小学校/中学校） 42.3％/43.8％ 53％/55％ 

※Ｒ７健康フェスタ来場者調査より  
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

（１）行政の推進体制 

生涯を通じて住民の健康づくりを支援していくため、保健師や管理栄養士などの専門的

人材や、活動を支えるボランティアなどの人材育成をはじめ、地域に密着した保健活動が

できる推進体制の充実を図ります。 

また、関係各課をはじめ、庁内組織が連携して一体となって取組ができる体制の整備に

努めます。 

 

（２）住民への積極的な周知と情報提供 

自分の健康に関心をもち、主体的かつ積極的に健康づくりを進めていくためには、健康

に関する正しい情報提供が不可欠です。健康に関する情報を、広報紙やホームページはも

とより、各種事業やイベント開催時に積極的かつわかりやすく提供していきます。 

 

（３）ソーシャルキャピタルの活用と健康推進ネットワークの構築 

個人の取組だけでなく、地域における絆の強さ（ソーシャルキャピタル）を活かした健

康づくりを進めていくためには、地域で行われている健康づくりの活動をつなぐことも大

切です。地域には、ボランティア団体や町会・自治会、ＰＴＡなどの地域活動に取り組む

組織や、学校、医療機関、関連企業、生産者などが存在しています。行政が、これらの組

織・団体の活動を「健康づくり」・「食育」の視点でコーディネートしたり、これらの活動を

つなぐ人材を発掘・育成したりすることで、地域における健康づくりの展開を図っていき

ます。 
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２ 計画の進捗管理 

本計画をより実効性のあるものとしていくため、本計画の進捗状況を把握し、進捗管理を

計画的に行っていきます。進捗管理の方法については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、取組の

計画（Plan）を、実践（Do）し、その結果を評価（Check）し、見直し修正（Action）を行い

ます。 

本計画において設定した数値目標については、健診・医療等に関する統計データ、関連施

策・事業に関するデータ等により現状の把握を行うことで、達成状況を総合的に点検・評価

します。行政や関係団体等が行う健康づくりに関する取組についても、ヒアリング調査等に

より定期的に状況を把握し、取組の進捗状況を点検・評価していきます。また、市民意識調

査が必要になる項目については、計画の中間見直しを行う令和 12年度までに必要な調査を行

います。 

上記の評価を踏まえて、施策の見直しを行い、計画に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan）

実施（Do）

評価（Check）

見直し修正
（Action）
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■健康増進計画指標一覧（再掲） 

健康を支える食習慣の推進 評価指標 実績値 目標値 

朝食欠食率（大人 20～30歳代） 26.6％ 15.0％以下 

朝食の内容が３色（黄：炭水化物、赤：たんぱく質、緑：野菜・果

物）揃っている人の割合（大人＋中学生） 
25.5％ 26.0％ 

副菜が５皿以上取れている人の割合（大人） 27.4％ 34.0％ 

「食事バランスガイド」を見たことがある市民の割合（大人） 69.5％ 72.0％ 

食生活でうす味にすることを心がけている人の割合（大人） 29.0％ 39.0％ 

適正体重を維持している者の

割合（大人） 

ＢＭＩ18.5～24.9（20 歳以上） 

（60 歳以上はＢＭＩ20.0～24.9） 
64.0％ 70.0％ 

主食・主菜・副菜のそろった料理を１日２回以上ほぼ毎日食べて

いる（「毎日食べる」「週に４～５日食べる」）者の割合（大人） 
55.6％ 60.0％ 

 

身体活動・運動の推進 評価指標 実績値 目標値 

運動習慣がある人の割合（大人） 30.4％ 40.0％ 

１日の歩数が 2,000 歩未満の人の割合（大人） 16.6％ 11.6％以下 

体育館と健康増進センターの利用者数 203,235人（R6） 207,235 人 

元気塾参加人数 15,081人（R6） 21,600 人 

ロコゼロ教室参加人数 2,347 人（R6） 3,000 人 

運動することが好きな人の割合（大人） 65.9％ 74.0％ 

フレイルについて知っている人の割合（大人） 23.8％ 54.6％ 

 

休養・こころの健康づくりの推進 評価指標 実績値 目標値 

睡眠による休養を十分に取れていない人の割合（全対象） 23.8％ 15.0％以下 

悩みやストレスがある人の割合（大人） 68.2％ 61.0％以下 

 

たばこ対策 評価指標 実績値 目標値 

喫煙率（大人男性） 20.8％ 15.0％以下 

喫煙率（大人女性） 7.6％ 5.0％以下 

受動喫煙の機会を有する人の割合（月に１回程度以上受動喫煙

あった人の割合）（全対象） 
54.7％ 43.0％ 

受動喫煙のあった場所（飲食店の割合）（大人） 27.4％ 0.0％ 

受動喫煙のあった場所（職場の割合）（大人） 29.6％ 0.0％ 

 

アルコール対策 評価指標 実績値 目標値 

飲酒の適量を知っている人の割合（大人） 48.4％ 57.4％ 

３合以上飲酒している人の割合（大人） 4.4％ 1.1％ 

生活習慣病のリスクを高める量（２合以上）を飲酒している人の

割合（大人男性） 
20.9％ 13.0％以下 

生活習慣病のリスクを高める量（１合以上）を飲酒している人の

割合（大人女性） 
48.3％ 6.4％以下 
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歯と口の健康づくりの推進 評価指標 実績値 目標値 

過去１年間に歯科健診を受けている人の割合（大人） 65.2％ 67.0％ 

幼児のむし歯の保有率（３歳６か月児健診） 9.9％（R5） 6.0％ 

 

生活習慣病の予防・早期発見と重症化予防 評価指標 実績値 目標値 

胃がん検診受診率 4.3％（R6） 40.0％ 

大腸がん検診受診率 4.4％（R6） 40.0％ 

肺がん検診受診率 2.9％（R6） 45.0％ 

子宮頸がん検診受診率 19.0％（R6） 45.0％ 

乳がん検診受診率 13.5％（R6） 45.0％ 

特定健康診査受診率 33.8％（R5） 60.0％ 

特定保健指導終了率 13.6％（R5） 60.0％ 

心房細動という不整脈が脳梗塞の発症に深くかかわっていること

を知っている人の割合（大人） 
37.1％ 49.9％ 

健康マイレージ事業を知っている人の割合（大人） 35.6％ 43.9％ 

 

地域で取り組む健康づくりの推進 評価指標 実績値 目標値 

地域のつながりが強いと思っている人の割合（大人） 23.3％ 65.0％ 

地域の集まりやグループに参加する人の割合（大人） 17.6％ 18.0％ 

 

■食育推進計画指標一覧（再掲） 

評価指標 実績値 目標値 

「食育」という言葉やその意味を知っている市民の割合（大人） 68.7％ 76.0％ 

食育に関する行動をしている人の割合（大人） 45.2％ 46.0％ 

「食育」に関心をもっている市民の割合（大人） 76.7％ 94.0％ 

食べることに関心がある小中学生の割合（小中学生） 78.1％ 80.0％ 

朝食欠食率（全対象） 19.7％ 13.5％以下 

朝食欠食率（小中学生） 21.5％ 15.5％以下 

家族等と一緒に食事をしている市民の割合（全対象） 96.5％ 99.0％ 

「地産地消」を知っている市民の割合（大人） 84.9％ 92.0％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（水なす）（大人） 96.8％ 98.0％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（松波キャベツ）（大人） 63.1％ 74.1％ 

地域の特産品を知っている市民の割合（泉だこ）（大人） 62.9％ 70.0％ 

泉佐野カレー（地元産物を使用して製造）の認知度※ 34.6％ 50.0％ 

農業体験をしたことがある人の割合（大人） 60.9％ 74.0％ 

漁業体験をしたことがある人の割合（大人） 18.1％ 28.0％ 

地産地消を心がけて食材を購入する人の割合（大人） 45.5％ 55.0％ 

よくかんで食べることに気をつけている小中学生の割合（小中学生） 84.6％ 90.0％ 

食品ロスが問題になっていることを知っている人の割合（大人） 94.2％ 99.0％ 

学校給食における野菜と米の地産地消率（小学校/中学校） 42.3％/43.8％ 53.0％/55.0％ 
 
※Ｒ７健康フェスタ来場者調査より 
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資料編 

１ 泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項及び食育基本法（平成１７

年法律第６３号）第１８条に基づき、泉佐野市健康増進計画・食育推進計画（以下「計画」

という。）を策定するため、泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）その他設置目的の達成に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）保健及び医療関係者 

（３）地域団体関係者 

（４）事業所団体関係者 

（５）教育関係者 

（６）市民 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。ただし、欠員が生じた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が招集する。ただし、最初に開かれ

る会議については、本条の規定にかかわらず、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
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４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 

（意見の聴取） 

第７条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を

聴くことができる。 

 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、会議において知り得た個人の情報を、他に漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１１日から施行する。 

 

組織（第３条関係） 

泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員構成 

委員は、次の者及び団体から推薦される者により構成する。 

１ 学識経験者（健康増進） 

２ 学識経験者（食育推進） 

３ 学識経験者（保健予防） 

４ 泉佐野市保健対策推進協議会 

５ 泉佐野市保健対策推進協議会 

６ 泉佐野泉南医師会 

７ 泉佐野泉南歯科医師会 

８ 泉佐野薬剤師会 

９ 泉佐野市社会福祉協議会 

10 泉佐野市民生委員児童委員協議会 

11 泉佐野市長生会連合会 

12 泉佐野市ＰＴＡ連絡協議会 

13 泉佐野市食生活改善推進協議会 

14 いずみさのみんなの健康づくり応援団 

15 大阪府泉佐野保健所管内泉佐野地区公衆衛生協力会 

16 大阪府泉佐野保健所 

17 泉佐野漁業協同組合 

18 大阪泉州農業協同組合 

19 泉佐野市地域活動栄養士会“ビーンズ” 

20 泉佐野市民間保育協議会   
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２ 泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員名簿 

（敬称略・順不同） 

所 属 等 氏 名 

大阪体育大学 スポーツ科学部  ◎ 三島 隆章 

大手前大学 健康栄養学部 ○ 柴田 雅子 

合同会社 予防医学研究所  木山 昌彦 

泉佐野市保健対策推進協議会  山下 静也 

泉佐野市保健対策推進協議会（市民一般公募）  麻生川 行信 

一般社団法人泉佐野泉南医師会  上田 量也 

一般社団法人泉佐野泉南歯科医師会  尾辻 渉 

泉佐野薬剤師会  南 尚孝 

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会  西願 幸雄 

泉佐野市民生委員児童委員協議会 
 中西 常泰（令和７年 12 月１日まで） 

 小川 眞一（令和７年 12 月２日から） 

泉佐野市長生会連合会  滝本 岩男 

泉佐野市ＰＴＡ連絡協議会  大引 香洋子 

泉佐野市食生活改善推進協議会  森本 末美 

いずみさの みんなの健康づくり応援団  角谷 勉 

大阪府泉佐野保健所管内泉佐野地区公衆衛生協力会  南 利昭 

泉佐野保健所  森脇 俊 

泉佐野漁業協同組合  木下 亮平 

大阪泉州農業協同組合  射手矢 勇広 

泉佐野地域活動栄養士会“ビーンズ”  南川 富子 

泉佐野民間保育協議会  駒木 亮 

◎：委員長 ○：副委員長 
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３ 泉佐野市健康増進計画・食育推進計画庁内推進会議設置要綱 

（目的） 

第１条 泉佐野市健康増進計画・食育推進計画（以下「計画」という。）に関する施策を総合

的かつ効果的に推進することを目的として、庁内関係部局で組織する泉佐野市健康増進計

画・食育推進計画庁内推進会議（以下、「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、前条の目的を達するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）計画案の策定及び推進に関すること。 

（２）健康増進及び食育推進のための情報交換及び連携協力に関すること。 

（３）健康増進及び食育推進に係る普及啓発に関すること。 

（４）その他、設置目的の達成に必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第３条 推進会議は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 推進会議に座長及び副座長を置く。座長は別表に掲げる者のうち、健康増進事業及び食

育推進事業を所管する者とし、副座長は、別表に掲げる者の中から座長が指名する。 

 

（職務） 

第４条 座長は、推進会議の職務を総括する。 

２ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、副座長が職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 座長は、必要に応じて会議を招集し議長となる。 

２ 会議は、構成員の二分の一の出席がなければ開催することができない。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、推進会議の構成員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見を聴くことができる。 

４ 推進会議に、健康増進及び食育推進についての情報交換を行い、啓発活動その他具体的

な取組について検討する組織として実務者会議を置くことができるものとする。 

 

（事務局） 

第６条 推進会議の事務局は、健康増進事業及び食育推進事業の所管課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年７月９日から施行する。 

この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年７月１日から施行する。  
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別表（第３条関係） 

 

  

部 名 関 係 課 職 名 備 考 

市長公室 政策推進課 課長  

生活産業部 
農林水産課 課長  

まちの活性課 課長  

健康福祉部 

地域共生推進課 
課長 副座長 

障害福祉総務担当参事  

介護保険課 課長  

健康推進課 課長 座長 

国保年金課 課長  

こども部 
子育て支援課 課長  

こども家庭課 課長  

教育委員会 

教育総務課 学校給食担当参事  

学校教育課 指導主事（学校食育研究会担当）  

生涯学習課 課長  

青少年課 課長  

スポーツ推進課 課長  
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４ 第３次泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定の経過 

時 期 内 容 

令
和
７
年 

７月１日 ・校園長会にて泉佐野市内小・中学生対象調査依頼 

７月２日～９月５日 ・泉佐野市内小学５年生・中学２年生対象調査実施 

７月２日～８月１日 ・第２次計画庁内評価実施期間 

８月 11日～29日 

・20歳以上市民対象調査実施 

・乳幼児保護者対象調査実施 

・小中学生保護者対象調査実施 

８月 21日 
・第１回庁内推進会議開催 

【第２次計画進捗状況、計画概要・スケジュール】 

10 月 20日 
・第２回庁内推進会議開催 

【アンケート調査結果、骨子案検討、事業棚卸一覧】 

11 月 12日 
・第３回庁内推進会議開催 

【素案検討】 

11 月 28日 

・泉佐野市保健対策推進協議会開催 

【第２次計画進捗評価、計画概要・スケジュール】 

・第１回計画策定委員会開催 

【計画概要・スケジュール、アンケート調査結果、素案検討】 

12月 16日～１月５日 ・計画案パブリックコメント募集 

令
和
８
年 

１月 14日 
・第４回庁内推進会議開催 

【パブリックコメント結果報告、計画案検討】 

１月 27日 
・第２回計画策定委員会開催 

【パブリックコメント結果報告、計画案検討】 
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５ 用語解説 

【あ行】 

悪性新生物 一般的にがんのことをいいます。 Ｐ.１ 

う歯 むし歯のことをいいます。 Ｐ.14 

※ページ番号は初出の箇所を示しています。 

【か行】 

共食 
一人で食事をとるのではなく、家族や友人、職場の人や地域

の人など、誰かと共に食事をすることをいいます。 
Ｐ.68 

ゲートキーパー 
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援

につなげ、見守る人のことをいいます。 
Ｐ.51 

健康格差 
人々の健康状態に存在する、地域間や社会経済的な不均衡の

ことをいいます。 
Ｐ.３ 

健康寿命 

健康寿命は、日常的に介護を必要としないで、自立した生活

ができる生存期間のことで、「日常生活動作が自立している

期間の平均」のことです。いくつかの算出方法がありますが、

本計画では、「日常生活動作が自立している期間」を「要介護

認定２～５でない期間」として算出しています。 

Ｐ.３ 

健康マイレー

ジ事業 

20 歳以上の市民を対象に、健康づくりの促進と健康の重要

性を広く普及することを目的とした事業です。歩く、血圧・

体重測定、健（検）診受診や対象事業への参加等で「さの健

康ポイント」をためることができます。集めた「ポイント」

は地域ポイント「さのぽ」へ交換し、市内加盟店舗で使用す

ることができます。 

Ｐ.38 

孤食 一人で食事をとることをいいます。 Ｐ.68 

 

【さ行】 

死亡率 人口 1,000 人あたりの死亡数をいいます。 Ｐ.６ 

出生率 人口 1,000 人あたりの出生数をいいます。 Ｐ.６ 

受動喫煙 
他人のたばこの先端から立ち上る煙（副流煙）や喫煙者が吐

き出す煙（呼出煙）にさらされることをいいます。 
Ｐ.29 

食育 

生きる上で基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となる

べきものです。そして、さまざまな経験を通じて「食」に関

する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することにより、豊かな人間性を育てることをいいます。 

Ｐ.１ 
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食事バランス

ガイド 

１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を、厚生労

働省と農林水産省が平成 17 年６月に策定したものです。「主

食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の５つの料理グ

ループに区分し、食事の望ましい組み合わせとおおよその量

をコマのイラストを用いてわかりやすく示したものです。 

Ｐ.37 

食品ロス 

飲食店や家庭での食べ残し・食材の余り、小売店での売れ残

り・期限切れなどが原因でまだ食べられるのに捨てられてい

る食べ物のことをいいます。 

Ｐ.23 

身体活動 
安静にしている時以外の全ての活動をいいます。運動以外に

も家事や畑仕事等の生活活動も含まれます。 
Ｐ.45 

心房細動 

心臓の心房という部分が細かくふるえる病気です。心房が細

かくふるえることで、血流が悪くなり心臓の中に血栓ができ

たり、心臓から十分な血液を送り出せなくなる等、さまざま

な合併症につながります。 

Ｐ.38 

生活習慣病 

食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発

症や進行に大きく関与する慢性の病気のこと（がん、脳血管

疾患、心疾患、糖尿病、高血圧性疾患など）をいいます。 

Ｐ.１ 

ソーシャル 

キャピタル 

人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を

高めることのできる「信頼」・「規範」・「ネットワーク」といっ

た社会組織の特徴のことをいいます。 

Ｐ.39 

 

【た行】 

地産地消 

地元で生産されたものを地元で消費することをいいます。地

域の消費者ニーズに即応した農水産物の生産と生産された

農水産物を地域で消費しようとする活動を通じて、生産者と

消費者を結びつける取組のことをいいます。 

Ｐ.22 

デンタル 

フロス 

弾力のある細い束でできている、歯間に入れてプラークを繊

維の束で巻き取るように取り除く道具です。 
Ｐ.58 

特定健康診査 

日本人の死亡原因の多くを占める生活習慣病の予防のため

に、40歳から 74歳までの方を対象に、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）の早期発見と、進行・発症の予防

を主な目的とした健康診査のことをいいます。 

Ｐ.２ 

特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、

生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待で

きる方に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）

が３か月以上継続して生活習慣を見直すサポートをするこ

とをいいます。 

Ｐ.12 
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【は行】 

標準化死亡比 

各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により

算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の

死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を

全国と比較したものです。 

Ｐ.８ 

フレイル 
歳を重ねて徐々に日常生活動作に障害が現れてきた状態（虚

弱）のことをいいます。 
Ｐ.26 

平均寿命 

０歳時点の平均余命で、全ての年齢の人の死亡率をもとに計

算しており、その時点の集団全体として「何歳まで生きられ

るかの平均的な年数」をいいます。 

Ｐ.１ 

 

【ま行】 

メタボリック 

シンドローム 

内臓の周囲に脂肪が蓄積する「内臓脂肪蓄積型」の肥満者が、

高血圧、脂質異常、高血糖のうち２つ以上の項目が該当して

いる状態をいいます。（「内臓脂肪症候群」ともいいます。） 

Ｐ.35 

 

【ら行】 

ライフコース 

アプローチ 

胎児期から高齢期に至るまでの、人の生涯を経時的にとらえ

た健康づくりのことをいいます。 
Ｐ.３ 

ロコモティブ 

シンドローム 

（運動器症候群） 

骨・関節・筋肉など身体を支えたり動かしたりする運動器の

機能が低下し、要介護や寝たきりになる危険が高い状態のこ

とをいいます。 

Ｐ.26 

 

【わ行】 

ワーク・ライ

フ・バランス 

「仕事と生活の調和」の意味で、老若男女誰もが、仕事、家

庭生活、地域生活、個人の自己啓発などさまざまな活動につ

いて、自ら希望するバランスで展開できる状態のことをいい

ます。 

Ｐ.50 
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